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は
じ
め
に

　

宝
暦
七（
一
七
五
七
）年
、垂
加
神
道
家
竹
内
式
部（
正
徳
二〈
一
七
一
二
〉

年
～
明
和
四
〈
一
七
六
七
〉
年
）
の
門
弟
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
御
進
講

が
、
摂
家
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
中
断
、
彼
ら
に
よ
っ
て
式
部
に
学
ん
だ
公

家
は
一
斉
に
蟄
居
等
の
処
分
が
命
じ
ら
れ
る
。宝
暦
九
年
五
月
六
日
に
は
、

式
部
も
京
都
所
司
代
よ
り
京
都
追
放
が
命
じ
ら
れ
た
。
所
謂
、
宝
暦
事
件

で
あ
る（
１
）。

　

京
都
追
放
後
の
式
部
の
事
歴
に
つ
い
て
は
、
江
見
清
風
「
竹
内
式
部
君

竹
内
式
部
『
中
臣
祓
講
義
』
に
つ
い
て

─
「
人
欲
私
欲
」
観
を
中
心
に
─

大
貫
大
樹

神
都
蟄
居
中
の
事
跡
及
び
学
説
一
端
」（『
神
道
説
苑
』
明
治
書
院
、
昭
和

十
七
年
所
収
。
初
出
は
『
神
社
協
会
雑
誌
』
一
一
─
一
・
二
、
明
治

四
十
五
年
）が
、神
宮
文
庫
に
蔵
さ
れ
た
史
料
を
中
心
に
詳
し
く
考
証
し
、

明
ら
か
と
な
っ
た
。
今
日
、
追
放
後
の
式
部
の
講
説
と
そ
の
気
風
一
端
を

窺
わ
し
め
る
も
の
は
、
垂
加
神
道
の
基
本
教
典
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
と

相
並
ぶ
「
中
臣
祓
」
を
彼
が
講
じ
た
『
中
臣
祓
講
義
』
で
あ
る
。
こ
の
講

義
は
『
大
祓
詞
註
釋
大
成
』
中
（
内
外
出
版
、
昭
和
十
三
年
）
に
も
所
収

さ
れ
た
事
か
ら
、
広
く
知
ら
れ
た
式
部
の
基
本
史
料
の
一
つ
で
あ
る（
２
）。

　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
徳
大
寺
家
本
に
は
式
部
の
講
説
に
基
づ
い

て
、
徳
大
寺
公
城
が
編
纂
し
た
『
進
講
筆
記
』（
三
冊
）
が
収
め
ら
れ
て
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い
る
。
そ
の
稿
一
に
見
え
る
公
城
按
語
に
は
、「
所
謂
君
臣
合
体
守
中
之

教
也
、
其
旨
詳
在
于
此
書
（
筆
者
註
─
『
日
本
書
紀
』）
及
中
臣
祓
矣
」（
読

点
筆
者
）と
あ
る
如
く
、京
都
時
代
の
公
家
門
弟
は
式
部
よ
り
、「
中
臣
祓
」

を
学
ん
で
い
た
。
故
に
『
中
臣
祓
講
義
』
の
検
討
と
は
、
公
家
門
弟
の
思

想
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
予
備
的
考
察
に
も
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
『
講
義
』
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
踏
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
の

が
、
学
祖
山
崎
闇
斎
を
は
じ
め
と
す
る
垂
加
神
道
家
の
「
中
臣
祓
」
の
講

説
を
中
心
に
、
彼
ら
が
高
天
原
と
天
孫
降
臨
を
如
何
に
認
識
し
て
い
た
の

か
を
再
検
討
し
た
西
岡
和
彦
「
垂
加
神
道
流
天
孫
降
臨
考
」（『
藝
林
』

六
八
─
二
、
令
和
元
年
）
で
あ
る
。

　

右
に
よ
れ
ば
、
垂
加
神
道
家
は
「
高
天
原
仁

神
留
坐
須

」
に
見
え
る
高
天

原
（
天
上
）
を
大
和
国
高
市
郡
菅
原
の
皇
居
と
し
、
留
ま
る
神
と
は
天
照

大
神
で
あ
っ
て
、初
代
天
子
と
す
る
。そ
の
天
照
大
神
の
勅
命
を
受
け
て
、

摂
関
の
如
く
高
皇
産
霊
尊
が
八
百
万
神
を
集
め
、
天
忍
穂
耳
尊
へ
の
御
譲

位
に
つ
い
て
集
議
し
た
。そ
の
後
、西
国
が
皇
化
に
帰
順
し
な
く
な
る
と
、

天
忍
穂
耳
尊
は
瓊
瓊
杵
尊
へ
御
譲
位
せ
ら
れ
、
瓊
瓊
杵
尊
が
大
和
か
ら
荒

ぶ
る
神
々
を
平
定
す
る
為
、
日
向
へ
赴
く
。
故
に
、
彼
ら
は
天
孫
降
臨
を

し
て
、「
西
国
降
臨
」
と
し
た
。

　

な
お
、
垂
加
神
道
家
は
日
向
三
代
の
間
に
皇
天
二
祖
（
天
照
大
神
・
高

皇
産
霊
尊
）
は
崩
御
し
た
と
説
く
。
そ
れ
を
機
に
大
和
国
が
乱
れ
た
事
か

ら
六
代
目
天
子
神
武
天
皇
が
東
征
に
向
か
わ
れ
、「
旧
都
再
興
」
を
さ
れ

た
と
す
る
。
た
だ
し
、
崩
御
せ
ら
れ
た
皇
天
二
祖
は
鏡
（
天
照
大
神
）
と

皇
居
（
高
皇
産
霊
尊
）
に
そ
れ
ぞ
れ
魂
を
封
ぜ
ら
れ
る
事
で
永
遠
に
御
存

命
に
な
ら
れ
、
天
皇
は
神
代
と
変
わ
ら
ず
、
人
代
に
於
い
て
も
二
祖
か
ら

の
御
加
護
を
受
け
る
事
が
出
来
る
。

　

天
皇
は
二
祖
に
感
謝
し
、
二
祖
の
御
心
を
体
現
し
、
そ
の
御
心
を
「
ま

つ
り
ご
と
」
に
反
映
さ
せ
る
「
祭
政
一
致
」
に
努
め
る
事
で
、
二
祖
の
生

命
と
は
我
々
の
目
前
に
顕
現
し
、
二
祖
の
命
は
真
に
永
遠
不
朽
と
な
る
。

そ
の
御
使
命
を
「
八
紘
為
宇
の
詔
勅
」
に
よ
っ
て
、
万
民
に
押
し
広
め
ら

れ
た
の
が
正
に
神
武
天
皇
で
あ
り
、
そ
こ
に
闇
斎
の
求
め
る
理
想
的
治
世

が
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
竹
内
式
部
は
『
講
義
』
冒
頭
部
に
於
い
て
「
中
臣
祓
」
を

以
下
の
如
く
講
じ
て
い
た
。

是
（
筆
者
註
─
「
高
天
原
仁

神
留
坐
須

」
か
ら
「
安
国
止

平
介
久

知
所
食
止

」）

マ
テ
ヲ
神
代
ノ
寿
言

0

0

0

0

0

ト
云
テ
、
是
（「
国
乃

中
尓

」
云
々
以
後
）
ヨ
リ

末
ヘ
ガ
天
津
罪
・
国
津
罪
ヲ
祓
フ
コ
ト
ヲ
解
レ
タ
。（
四
一
頁
。
傍

点
筆
者
。
以
下
同
じ
）

式
部
が
「
神
代
ノ

0

0

0

寿
言
」
と
す
る
箇
所
に
つ
い
て
検
す
る
に
、
我
国
の
原

点
に
し
て
理
想
的
治
世
で
あ
る
「
神
代

0

0

」（「
国
是
」）
が
大
書
さ
れ
て
い

た
事
が
分
か
る
。
故
に
、
彼
は
「
中
臣
祓
」
冒
頭
部
を
右
の
如
く
「
神
代

0

0
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ノ0

寿
言
」
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
想
を
乱
す
の
が
、

「
人
欲
私
欲
」
の
「
穢
」
で
あ
る
と
見
た
。
式
部
は
「
穢
」（「
人
欲
私
欲
」）

に
よ
っ
て
発
生
す
る
「
天
津
罪
」・「
国
津
罪
」
を
、
道
義
の
乱
れ
た
現
実

社
会
に
則
し
て
講
じ
、
理
想
的
な
「
神
代
」
の
姿
を
実
現
さ
せ
る
べ
く
、

徹
底
し
た
「
祓
」
の
大
事
を
説
く
。
式
部
は
現
実
に
則
し
た
講
義
を
展
開

す
る
事
で
、「
中
臣
祓
」
の
神
学
的
意
義
を
明
快
に
説
き
、
自
ら
の
講
説

に
説
得
力
を
持
た
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
西
岡
氏
が
明
ら
か
に
し
た
垂
加
神
道
の
神
学
を
踏
ま
え
、

『
講
義
』
に
見
え
る
「
人
欲
私
欲
」
の
記
述
を
中
心
に
検
討
を
試
み
る
事

で
、『
中
臣
祓
講
義
』
の
注
目
す
べ
き
特
徴
に
つ
い
て
明
示
し
た
い
。
こ

の
検
討
を
通
じ
て
竹
内
式
部
の
思
想
史
的
研
究
の
補
充
は
も
と
よ
り
、
垂

加
神
道
家
が
如
何
に
神
学
を
奉
じ
、
現
実
の
問
題
と
対
峙
し
た
の
か
、
神

学
の
実
践
的
側
面
か
ら
西
岡
氏
の
研
究
に
少
し
く
蛇
足
を
加
え
る
事
も
出

来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
先
ず
は
「
中
臣
祓
」
に
見
え
る
理
想
的
治
世

に
つ
い
て
、
西
岡
氏
の
研
究
を
参
考
に
概
観
す
る
。

一
、「
中
臣
祓
」
に
見
る
理
想
的
治
世

　

竹
内
式
部
の
「
中
臣
祓
」
に
対
す
る
基
本
認
識
は
『
講
義
』
冒
頭
部
の

概
説
箇
所
に
見
え
る
。

此
書
ハ
神
武
天
皇
御
即
位
ノ
日
ニ
、
時
ノ
執
柄
ノ
臣
天
種
子
命
ノ
、

書
テ
奏
上
セ
ラ
レ
タ
祝
詞
也
…
今
神
武
天
皇
ヘ
種
子
命
ガ
申
シ
上
ン

ト
テ
、
先
ツ
神
代
ノ

0

0

0

0

0

世マ

寿マ

ト
云

0

0

、
我
国
皇
統
ノ
道
統
、
道
ノ
道
統
ヲ

始
ニ
上
ケ
ラ
レ
テ
、
次
ニ
祓
ノ
事
ヲ
解
レ
タ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
吾
国
道
ノ
要
領
、
政

ノ
根
本
コ
ヽ
ニ
尽
テ
有
ル
事
ヲ
解
レ
タ
…
言
葉
ハ
皆
神
代
巻
神
武
記

ノ
言
葉
テ
書
レ
タ
レ
ト
モ
、一
字
々
々
ニ
皆
道
ノ
存
シ
テ
ア
ル
事
デ
、

唯
一
寸
見
タ
計
リ
テ
ハ
解
ヌ
事
ゾ
。（
三
三
頁
）

「
中
臣
祓
」
と
は
神
武
天
皇
即
位
に
際
し
、
天
種
子
命
が
奏
上
し
た
祝
詞

で
あ
る
。
天
種
子
命
は
こ
の
祝
詞
を
奏
上
す
る
に
際
し
、「
先
ツ
神
代
ノ

世
寿
」
を
、「
次
ニ
祓
」
の
事
を
説
い
た
。
な
お
、「
神
代
ノ
世マ

寿マ

」
と
見

え
る
が
、
前
掲
し
た
如
く
、「
高
天
原
仁

神
留
坐
須

」
か
ら
「
安
国
止

平
介
久

知

所
食
止

」
ま
で
を
説
い
た
式
部
は
、

是
マ
テ
ヲ
神
代
ノ
寿
言

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ト
云
テ
、
是
ヨ
リ
末
ヘ
ガ
天
津
罪
・
国
津
罪

ヲ
祓
フ
コ
ト
ヲ
解
レ
タ
。

と
し
て
い
た
事
か
ら
、「
世
寿
」
は
「
寿
言
」
の
誤
字
で
あ
ろ
う
。

　

抑
々
、「
中
臣
祓
」
に
つ
い
て
、
学
祖
山
崎
闇
斎
は
如
何
に
説
い
て
い

た
の
か
。「
中
臣
祓
」
の
注
釈
書
『
風
水
草
』（『
神
道
大
系　

垂
加
神
道
』

上
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
九
年
所
収
）
を
徴
す
る
に
、

此
祓
者
、
神
武
天
皇
御
宇
、
天
児
屋
命
之
孫
天
種
子
命
、
述
二

祖
父

所
レ

掌
之
道
一

、
所
二

以
奏
一

之
祝
詞
也
…
旧
事
紀
曰
。
天
種
子
命
奏
二



國學院雑誌　第 121 巻第 10 号（2020年） ─ 24 ─

天
神
寿
詞
一

、
即
神
世
古
事
類
、
是
也
。
又
曰
。
種
子
命
解
二

祓
天
罪
・

国
罪
一

主
レ

事
也
。
古
語
拾
遺
曰
。
令
三

天
種
子
命
解
二

除
天
罪
・
国
罪

事
一

、
其
事
具
在
二

中
臣
禊
詞
一

。（
三
頁
）

　

闇
斎
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
と
『
古
語
拾
遺
』
に
見
え
る
伝
承
を
勘
案

し
た
上
で
、
神
武
天
皇
即
位
に
際
し
、
天
種
子
命
が
奏
上
し
た
「
天
神
寿

詞
」
と
「
解
祓
（
除
）」
の
二
つ
を
合
わ
せ
て
「
中
臣
祓
」
と
し
た（
３
）。

　

さ
ら
に
、
式
部
の
師
玉
木
正
英
『
中
臣
祓
禊
除
草
』（『
大
祓
詞
註
釋
大

成
』
上
、
内
外
出
版
、
昭
和
十
六
年
所
収
、
以
下
、『
禊
除
草
』
と
略
記
す
）

で
は
、是

書
ハ
寿ヨ

詞コ
ト

ト
祓
ト
一
ツ
ニ
記
サ
ル
…
安
国
登

平
計
久

知
食
ト
云
迄
ハ
、

神
武
帝
東
征
シ
玉
ヒ
、
大ヤ
マ
ト和

ニ
皇
居
ヲ
立
テ
御
即
位
シ
玉
ヒ
、
天
ノ

御
蔭
・
日
ノ

御
蔭
ト
隠
レ
坐
テ
、安
国
ト
御
代
ヲ
知
食
セ
ト
寿コ
ト

フ
ケ
リ
。

是
迄
都
ヲ
説
詞
イ
ワ
ヒ
コ
ト
バ也

…
天
津
罪
・
国
津
罪
ノ
ケ
條
ヲ
万
民
ニ
云
聞
セ
玉

フ
、是
則
祓
也
。是
ヨ
リ
以
下
終
ニ
至
テ
、皆
祓
ノ
事
也（
八
六
五
、六

頁
）

と
、
学
祖
の
神
学
を
承
け
て
、「
中
臣
祓
」
を
説
く
。
た
だ
し
、
正
英
は
「
中

臣
祓
」
の
冒
頭
部
分
、「
高
天
原
仁

神
留
坐
須

」
か
ら
「
安
国
止

平
介
久

知
所
食
止

」

ま
で
を
「
詞
イ
ワ
ヒ
コ
ト
バ」

と
し
、「
国
乃

中
尓

」
云
々
以
後
を
「
祓
ノ
事
」
と
す
る
。「
天

神
寿
詞
」
と
「
解
祓
（
除
）」
を
合
わ
せ
て
「
中
臣
祓
」
と
す
る
闇
斎
の

神
学
を
承
け
つ
つ
も
、「
中
臣
祓
」
の
構
成
に
注
意
し
て
、
内
容
を
説
い

た
の
は
正
英
に
よ
る
発
展
の
跡
で
あ
っ
た（
４
）。

　

式
部
も
ま
た
、「
神
代
ノ
寿
言
ト
祓
ノ
事
ハ
、
表
裏
体
用
ヲ
相
ナ
シ
テ

畢
竟
一
ツ
事
」（
三
五
頁
）
と
、
闇
斎
、
正
英
と
同
様
に
「
神
代
ノ
寿
言
」

と
「
祓
」
を
合
わ
せ
て
、「
中
臣
祓
」
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
正
英

の
師
説
を
承
け
、「
中
臣
祓
」
の
構
成
を
説
く
に
際
し
、「
安
国
止

平
介
久

知

所
食
止

」
ま
で
を
「
神
代
ノ
寿
言
」
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
検
討

を
要
す
る
の
は
式
部
が
「
神
代
ノ

0

0

0

寿
言
」
と
し
た
上
で
「
先
ツ
」
や
、「
是0

ヨ
リ

0

0

神
代
ノ
寿
言
」（
三
六
頁
）
と
、「
神
代
ノ

0

0

0

寿
言
」
が
「
中
臣
祓
」
の

冒
頭
部
に
記
さ
れ
た
事
を
強
調
し
た
所
以
で
あ
る
。

　

式
部
は
「
高
天
原
仁

神
留
坐
須

」
の
段
で
、
高
天
原
を
指
す
場
所
は
、「
皇

天
上
帝
ノ
坐
ス
」
天
上
、「
天
子
ノ
皇
居
」、「
方
寸
胸
中
」
と
す
る
。
第
一
・

第
二
に
つ
い
て
、西
岡
氏
が
端
的
に「
高
天
原
も
天
上
と
表
現
す
れ
ど
も
、

実
態
は
大
和
国
高
市
郡
菅
原
の
皇
居
」（
六
七
頁
）
と
す
る
通
り
、
つ
ま

る
と
こ
ろ
は
皇
居
で
あ
る
。

　

第
三
「
方
寸
胸
中
」
に
つ
い
て
は
、
少
し
く
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

大
己
貴
神
の
目
前
に
現
れ
た
「
幸
魂
・
奇
魂
」
を
し
て
中
世
神
道
説
で
は

「
心
神
」
と
し
た
が
、
闇
斎
は
こ
れ
を
承
け
、「
心
神
ハ
人
ノ
身
ニ
ヤ
ド

リ
テ
御
座
ナ
サ
ル
ヽ
ゾ
」
（
５
）

と
す
る
。
そ
の
「
心
神
」
と
は
、
万
神
・
万
人
・

万
物
が
賜
る
事
で
身
に
宿
し
て
い
る
と
説
い
た（
６
）。

　

そ
う
し
て
、「
皇
親
神
魯
伎
神
魯
美
命
以
八
百
万
神
等
乎

神
集
仁

集
賜
比

、
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神
議
仁

議
賜
比

」
と
続
く
。
正
英
の
『
禊
除
草
』
で
は
、

（「
皇
親
」
と
は
）
高
皇
産
霊
尊
ヲ
指
ス
。
皇
ハ
ス
ベ
ラ
キ
ミ
也
。
瓊

瓊
杵
尊
也
。
親
ハ
ム
ツ
マ
シ
キ
也
。
忍
穂
耳
尊
取
二

高
皇
産
霊
尊
ノ

女
ノ

栲
幡
千
々
姫
命
ヲ

一

生
二

瓊
瓊
杵
尊
一
ヲ

、
故
ニ
高
皇
産
霊
尊
ハ
皇
孫

ノ
外
祖
父
故
、
ス
ベ
ニ
ム
ツ
マ
シ
キ
ト
云
ナ
リ
。（
八
六
八
頁
）

瓊
瓊
杵
尊
の
外
祖
父
に
あ
た
り
、「
ム
ツ
マ
シ
キ
」関
係
に
あ
る
か
ら
、「
皇

親
」
と
は
、
高
皇
産
霊
尊
で
あ
る
と
説
く
。
故
に
、
天
皇
と
摂
関
の
如
く
、

天
照
大
神
を
御
支
え
し
て
、「
高
皇
産
霊
尊
政
ヲ
執
行
玉
フ
」（
同
前
）
の

で
あ
る
。
や
が
て
、
初
代
天
子
天
照
大
神
は
「
吾
勝
尊
ヘ
御
譲
位
」（『
禊

除
草
』
八
六
九
頁
）
せ
ら
れ
た
。
そ
の
模
様
を
正
英
は
以
下
の
如
く
説
く
。

日
神
ノ
詔
ヲ
奉
テ
、
高マ

マ皇
神
諸
神
ヲ
天
ノ
高
市
ニ
召
集
シ
テ
、
御
譲

位
ノ
事
ヲ
相
談
シ
玉
フ
。
天
下
ノ
君
ト
シ
テ
天
下
ノ
大
事
ヲ
議
リ
玉

フ
ニ
、
君
一
人
ノ
御
心
ニ
任
セ
玉
ハ
ス
、
親シ
タ
シ
ク戚

諸
神
ニ
問
議
リ
事
ヲ

寄
セ
給
フ
事
、
神
明
私
ナ
キ
道
イ
ト
モ
カ
シ
コ
シ
。
神
武
帝
ヘ
種
子
ノ

命
奏
セ
ラ
ル
最
初
ニ
、
祖
神
ノ
如
此
道
ア
ル
コ
ト
ヲ
記
セ
ル
忠
誠
知

ヌ
ヘ
シ
。（『
禊
除
草
』
八
六
九
頁
）

松
岡
雄
淵
『
中
臣
祓
啓
秘
録
』（『
大
祓
詞
註
釋
大
成
』
中
、
所
収
）
に
も
、

「
日
神
ノ
勅
ヲ
以
集
タ
マ
フ
ユ
ヘ
、
神
議
ト
云
。
神
議
ト
云
モ
、
高マ

マ皇
ノ

私
議
ニ
非
ズ
、
天
下
ノ
公
儀
也
」（
一
二
頁
）
と
あ
る
通
り
、
高
皇
産
霊

尊
は
私
議
で
は
な
く
天
照
大
神
の
勅
命
を
承
け
、
天
上
の
神
々
を
「
天
ノ

高
市
ニ
召
集
」
し
、
集
議
し
た
。

　

さ
ら
に
、
後
半
部
は
若
林
強
斎
『
中
臣
祓
師
説
』（『
神
道
大
系　

垂
加

神
道
』下
、
神
道
大
系
編
纂
会
、昭
和
五
十
三
年
所
収
）に
詳
し
い
。曰
く
、

日
神
ノ
詔
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ
、
高
皇
産
霊
尊
ノ
御
ト
リ
サ
バ
キ
ナ
レ

バ
異
議
ハ
ナ
イ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
ソ
コ
ガ
御
敬
ノ
至
デ
、
諸
神
ヲ
ア

ツ
メ
衆
議
ノ
上
デ
、
瓊
々
杵
尊
ヘ
御
代
譲
ノ
旨
ヲ
宣
サ
セ
ラ
レ
タ
ル

ゾ
…
神
集
神
議
ト
ア
レ
バ
、
八
百
万
神
ノ
集
議
ナ
ル
ホ
ド
ニ
、
神
々

ト
云
。
又
私
事
デ
ナ
イ
。
皆
神
ノ
詔
ヲ
ウ
ケ
テ
ノ
コ
ト
ユ
ヘ
、
神
々

ト
云
ト
ア
ル
。（
三
二
一
頁
）

勅
命
を
奉
戴
す
る
高
皇
産
霊
尊
の
元
に
集
ま
っ
た
「
神
々
」
も
私
事
で
集

ま
っ
た
の
で
は
な
く
、「
神
」（
天
照
大
神
）
の
詔
を
承
け
て
集
ま
っ
た
。

故
に
、
天
照
大
神
の
勅
命
を
奉
ず
る
八
百
万
を
し
て
、
こ
こ
で
は
「
神
々
」

と
説
く
。
以
上
の
先
蹤
を
追
う
式
部
も
、

日
神
御
在
位
ノ
時
ノ
如
ク
ニ
、
政
ヲ
ナ
サ
ル
ヽ
コ
ト
ト
見
ル
ベ
シ
。

神
集
ハ
高
皇
産
霊
ガ
日
神
ノ
勅
命
ヲ
受
テ
、
諸
ノ
神
達
ヲ
神
事
ヲ
以

テ
集
メ
ラ
ル
コ
ト
ヲ
神
集
ト
云
。
神
議
モ
神
事
ヲ
以
テ
万
機
ノ
政
ヲ

議
ル
コ
ト
ヲ
云
。
吾
カ
私
テ
ナ
ク
神
事
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
皆
ナ

神
ノ
字
ガ
附
ト
思
フ
ベ
シ
。（
三
七
頁
）

と
し
た
。「
皆
ナ
神
ノ
字
ガ
附
ト
思
フ
ベ
シ
」
と
は
、
強
斎
の
『
師
説
』

を
承
け
て
の
事
で
あ
ろ
う
。
高
皇
産
霊
尊
は
勿
論
、
神
々
は
私
事
で
は
な
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く
、
天
照
大
神
（「
神
」）
に
「
事
」
え
る
が
故
に
皇
居
（
高
天
原
）
へ
参

集
し
、
一
体
と
な
っ
て
「
万
機
ノ
政
ヲ
議
」
っ
た
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
記
し
た
通
り
、
垂
加
神
道
の
神
学
に
よ
れ
ば
我
国
の
天
子
は
、
皇

天
二
祖
の
御
加
護
に
感
謝
し
、二
祖
の
御
心
を
体
現
す
べ
く
、「
祭
政
一
致
」

に
努
め
る
事
が
御
責
務
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
天
子
は
、「
日
神
御
在
位

ノ
時
ノ
如
ク
ニ
、
政
ヲ
ナ
サ
ル
」
御
自
覚
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
、

式
部
は
学
祖
闇
斎
以
来
の
神
学
を
承
け
、「
天
子
有
テ
天
下
ヲ
治
ム
ル
天

人
唯
一
・
祭
政
一
致
」（
三
六
頁
）
と
説
い
た
。
対
し
て
臣
下
（
万
民
）

は
そ
の
天
皇
を
御
支
え
し
、
時
に
御
護
り
す
る
事
が
責
務
で
あ
る
。
か
よ

う
な
君
臣
相
互
扶
助
の
関
係
を
闇
斎
は
、「
君
臣
合
体
守
中
之
道
」（『
風

水
草
』
五
頁
）
と
表
し
た
。「
皇
統
ノ
道
統
」
と
は
、
君
の
御
自
覚
と
臣

下
の
支
え
と
が
一
体
と
な
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

　

か
く
の
如
き
「
神
代
」
に
示
さ
れ
た
理
想
的
治
世
を
、「
人
代
」
で
実

現
せ
ら
れ
た
御
方
を
、
垂
加
神
道
家
は
神
武
天
皇
と
す
る
。
故
に
彼
ら
は

神
代
以
来
行
わ
れ
て
き
た
「
君
臣
合
体
」
に
よ
る
「
祭
政
一
致
」
の
理
想

的
治
世
を
神
武
天
皇
即
位
に
求
め
た（
７
）。

　

式
部
が
「
神
代
ノ
寿
言
」
と
し
た
段
は
、「
神
代
巻
神
武
記
ノ
言
葉
テ

書
レ
タ
」
理
想
的
な
治
世
が
大
書
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
「
詞
イ
ワ
ヒ
コ
ト
バ」

で
は
な

く
、
寧
ろ
、
実
現
す
べ
き
「
神
代
」
の
姿
を
予
祝
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
式
部
が
「
中
臣
祓
」
の
冒
頭
部
分
を
強
調
し
た
背
景
と
し
て

閑
却
出
来
な
い
の
が
、
浅
見
絅
斎
の
大
著
『
靖
献
遺
言
』
で
あ
る
。
同
書

の
巻
之
三
に
列
せ
ら
れ
た
陶
淵
明
は
祖
国
を
亡
ぼ
さ
れ
る
と
、
仕
官
す
る

事
無
く
、
故
郷
へ
帰
り
、「
晋
処
士
」
た
ら
ん
と
し
た
。
式
部
は
か
よ
う

な
淵
明
の
「
私
意
人
欲
」
無
き
心
に
注
視
し
、「
祖
国
一
体
」
の
教
え
を

看
取
す
る
と
、
そ
の
教
え
を
自
著
『
事
君
弁
』（
所
謂
『
奉
公
心
得
書
』）

で
は
垂
加
神
道
の
神
学
に
基
づ
き
、「
君
臣
合
体
」
へ
と
発
展
さ
せ
る
に

至
っ
た（
８
）。『

靖
献
遺
言
』
が
式
部
の
学
問
へ
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た

事
が
知
れ
よ
う
。
そ
こ
で
絅
斎
に
よ
る
巻
之
六
〈
謝
枋
得
〉
の
講
説
（『
靖

献
遺
言
講
義
』
近
藤
啓
吾
・
金
本
正
孝
編
『
浅
見
絅
齋
集
』
国
書
刊
行
会
、

平
成
元
年
所
収
）
を
徴
す
る
に
、

国
是
ト
ハ
一
国
ノ
極
リ
タ
ル
施
為
ノ
体
ヲ
云
。
国
ト
云
モ
天
下
ト
云

モ
相
通
コ
ト
ゾ
。
兼
テ
相
心
得
ベ
シ
惣
ジ
テ
一
国
ノ
体
ハ
広
キ
コ
ト

ナ
レ
ド
モ
、
ツ
ヾ
マ
ル
所
、
一
国
全
体
ノ
極
リ
タ
ル
是
ト
ス
ル
所
カ

タ
マ
リ
テ
無
レ
バ
、
下
群
臣
百
姓
マ
デ
モ
其
合
点
ヲ
呑
コ
ン
デ
、
無

二
無
三
ニ
思
ヒ
立
テ
居
コ
ト
ガ
ナ
ラ
ズ
。故
ニ
国
天
下
ヲ
治
ル
ニ
ハ
、

先
国
是
ヲ
早
ク
極
テ
、
上
下
共
ニ
其
旨
ヲ
明
ニ
知
ラ
シ
メ
置
コ
ト
第

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一
也
。

0

0

治
世
ハ
固
ヨ
リ
也
。
別
シ
テ
乱
世
ニ
及
デ
ハ
、
上
下
ノ
心
バ

ラ
〳
〵
ニ
成
テ
躁
ギ
動
キ
易
キ
時
ナ
レ
バ
、
上
下
一
体
ノ
合
点
不
レ

立
シ
テ
ハ
、
一
言
ノ
下
知
モ
成
リ
ガ
タ
シ
。（
三
五
一
頁
）

　

国
家
を
治
め
る
規
範
的
な
「
国
是
」
が
無
け
れ
ば
、「
上
下
一
体
合
点
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不
レ

立
」、
国
を
平
穏
に
治
め
る
事
は
出
来
な
い
。
故
に
、「
先
国
是
」
を

君
臣
共
に
よ
く
弁
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
式
部
は
か
よ
う
な
『
靖
献
遺

言
』
の
教
を
踏
ま
え
つ
つ
、
正
英
の
神
学
を
祖
述
し
て
、「
中
臣
祓
」
の

構
成
を
説
く
に
際
し
、
冒
頭
部
分
に
我
国
の
「
国
是
」
を
記
し
た
「
神
代

0

0

ノ0

寿
言
」
が
記
さ
れ
て
い
る
事
を
「
先
ツ
」
と
強
調
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、「
先
ツ
」、「
是
ヨ
リ
」
と
は
、「
祓
」
に
先
立
つ
事
を
意
味
す
る

の
で
は
な
く
、
式
部
に
と
っ
て
の
「
国
是
」、
即
ち
我
国
の
原
点
に
し
て

理
想
的
治
世
で
あ
る
「
神
代
」
が
「
先
ツ
」
記
さ
れ
て
い
る
事
を
示
す
強

調
表
現
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る（
９
）。

そ
の
「
国
是
」
を
弁
え
る
事
で
、「
政
」

も
正
し
く
行
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
式
部
は
、
敢
え
て
「
神
代
ノ

0

0

0

寿
言
」

と
説
く
の
で
あ
っ
た
。

　

か
く
の
如
く
、
式
部
は
「
中
臣
祓
」
の
冒
頭
部
に
理
想
的
治
世
の
姿
を

見
た
。
そ
の
実
態
は
我
国
の
「
神
代
」（「
国
是
」）
で
あ
る
。
次
節
で
は

か
よ
う
な
理
想
を
曇
ら
す
存
在
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

二
、「
人
欲
私
欲
」
と
「
祓
」
の
神
学

　

式
部
は
「
祓
」
に
つ
い
て
、「
国
家
ヲ
治
ム
ル
大
事
」
と
し
た
上
で
、

こ
の
世
で
起
こ
る
「
悪
ヒ
事
」
や
、
天
下
の
乱
れ
と
は
、「
邪
気
」（
以
上
、

三
四
頁
）
に
よ
る
と
し
た
。
続
け
て
、

天
下
ヲ
治
ム
ル
モ
、
天
下
中
ガ
皆
父
子
ハ
親
ク
、
君
臣
ハ
義
ト
云
ヤ

ウ
ニ
五
倫
皆
ナ
揃
フ
テ
、
仁
義
礼
智
ノ
天
理
ノ
儘
ナ
レ
ハ
政
ハ
イ
ラ

ヌ
。
兎
角
気
ニ
渡
レ
ハ
其
父
子
ガ
不
親
、
君
臣
ガ
タ
ノ
モ
シ
ウ
ナ
ク

不
仁
不
義
ヲ
ス
ル
カ
ラ
、
天
子
モ
諸
侯
モ
代
官
モ
奉
公
モ
イ
ル
。
然

レ
ハ
政
ハ
其
邪
ナ
気
ヲ
祓
フ
ヨ
リ
外
ハ
ナ
ヒ
…
其
邪
気
ヲ
祓
フ
モ
、

正
道
ノ
確
乎
ト
シ
テ
ヌ
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
所
カ
、
シ
ツ
カ
リ
ト
立
ネ
ハ

祓
フ
コ
ト
ハ
ナ
ラ
ヌ
。（
三
四
、五
頁
）

人
々
が
五
倫
（
父
子
の
親
、
君
臣
の
義
、
夫
婦
の
別
、
長
幼
の
序
、
朋
友

の
信
）
を
行
え
て
お
れ
ば
、
人
が
備
え
持
つ
五
常
（
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
）

の
う
ち
、「
仁
義
礼
智
」の
徳
が
発
揮
さ
れ
て
お
り
、「
政
ハ
イ
ラ
ヌ
」。「
信
」

の
徳
目
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
抑
々
「
仁
義
礼
智
」
の
根
本
こ
そ
「
信
」

で
あ
る
。
故
に
「
仁
義
礼
智
」
の
徳
を
発
揮
し
て
い
る
状
態
と
は
、「
信
」

が
立
っ
て
い
る
事
を
表
し
て
い
る）

（1
（

。
式
部
は
そ
の
状
態
を
し
て
、「
政
ハ

イ
ラ
ヌ
」
と
し
た
。
そ
こ
で
、「
信
」
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
の
が
、
浅

見
絅
斎
『
論
語
師
説
』（
国
士
舘
大
学
楠
本
文
庫
蔵
、
読
点
筆
者
）
顔
淵

第
十
二
「
民
無
信
不
立
」
章
の
一
説
で
あ
る
。

平
生
君
タ
ル
ナ
リ
モ
民
ヲ
ミ
ス
テ
ヌ
ハ
ズ
ト
ア
レ
バ
、
民
タ
ル
者
モ

君
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
様
ナ
イ
ト
思
フ
デ
ナ
ウ
テ
ハ
立
ヌ
ゾ
…
扨
ツ
マ
ル

処
、
信
デ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ゾ
、
ス
レ
バ
国
ヲ
治
ル
者
ハ
教
ヲ
主
ト

ス
ル
コ
ト
デ
、
君
民
一
体
デ
無
テ
ハ
国
デ
ナ
シ
…
足
食
足
兵
ユ
ツ
ク
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リ
ト
ハ
ナ
レ
ヌ
様
ニ
治
ル
デ
ナ
ウ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ゾ
、
平
生
、
足
食
足

兵
安
ズ
ル
心
ガ
後
ニ
ハ
兵
食
ナ
ウ
テ
モ
ハ
ナ
レ
ヌ
信
ニ
ハ
ナ
ル
ゾ
、

右
に
続
け
て
絅
斎
は
「
信
」
に
つ
い
て
、「
人
ノ
固
有
」
と
し
て
い
る
が
、

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
人
が
本
源
的
に
有
す
る
徳
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
の

講
じ
た
『
拘
幽
操
師
説
』（『
浅
見
絅
齋
集
』
所
収
）
で
は
、「
天
倫
」
に

つ
い
て
、「
固
有
本
然
ゾ
」
と
し
た
上
で
、「
父
子
君
臣
一
体
ニ
大
切
デ
、

ヤ
ム
ニ
ヤ
マ
レ
ヌ
本
心
ヲ
得
テ
動
カ
ヌ
」（
六
七
六
頁
）
事
と
説
く
。
君

に
対
す
る
「
忠
」
も
、
親
に
対
す
る
「
孝
」
の
如
く
あ
れ
ば
、
た
と
え
衣

食
と
軍
備
に
不
足
が
あ
ろ
う
と
も
、「
骨
肉
一
体
」
の
君
に
「
ヤ
ム
ニ
ヤ

マ
レ
ヌ
」、「
ハ
ナ
レ
ヌ
」
本
心
（「
繾
綣
惻
怛
」）
が
起
こ
り
、「
君
民
一
体
」

と
な
る
。
こ
こ
で
重
要
な
本
心
（「
繾
綣
惻
怛
」）
と
は
「
仁
」
で
あ
り
、

畢
竟
、「
信
」（「
人
ノ
固
有
」）
で
あ
る）

（（
（

。
国
を
治
め
る
者
が
「
信
」
を
重

ん
じ
て
、
臣
（
民
）
に
慈
愛
を
施
せ
ば
、
自
ず
と
臣
も
「
仁
義
礼
智
」
を

発
揮
し
て
君
に
対
し
、
父
子
の
如
く
「
ハ
ナ
レ
ヌ
信
」
と
な
り
、「
君
民

一
体
」
と
な
る
。
か
く
あ
れ
ば
国
全
体
が
「
信
」
と
な
り
、
秩
序
正
し
く

治
ま
っ
た
「
天
倫
」
の
状
態
（「
固
有
本
然
」）
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
絅
斎
は
『
論
語
師
説
』
同
「
君
子
之
徳
風
、
小
人
之
徳
草
」

章
に
於
い
て
、「
政
ト
云
ハ
、
正
イ
ト
云
フ
コ
ト
、
下
ノ
不
忠
ヲ
正
シ
不

孝
ヲ
正
シ
、
何
モ
カ
モ
正
ス
コ
ト
」
と
、「
政
」
が
「
不
忠
」「
不
孝
」
を

糺
す
も
の
と
説
い
た）

（1
（

。
式
部
の
講
ず
る
通
り
、
君
臣
上
下
、「
仁
義
礼
智

ノ
天
理
ノ
儘
ナ
レ
ハ
」、
自
ず
と
「
信
」
は
立
ち
、「
天
倫
」
の
状
態
で
あ

る
の
だ
か
ら
、「
政
ハ
イ
ラ
ヌ
」。
し
か
し
、
現
実
は
そ
う
は
い
か
な
い
。

人
々
が
「
不
仁
不
義
」
を
犯
す
事
で
、
君
臣
・
父
子
関
係
は
不
安
定
で
あ

る
。
故
に
「
天
子
モ
諸
侯
モ
代
官
モ
奉
公
モ
」、
本
分
に
応
じ
た
「
政
」

に
よ
っ
て
、
道
義
の
乱
れ
を
糺
す）

（1
（

。
そ
う
す
る
事
で
、
君
臣
は
固
く
「
信
」

で
結
ば
れ
、「
骨
肉
一
体
」
父
子
の
如
く
、「
君
臣
合
体
」
と
な
る
。
か
く

の
如
く
国
全
体
が
「
信
」
の
状
態
こ
そ
、
我
国
の
理
想
的
治
世
で
あ
る
「
神

代
」
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
「
政
」
と
は
「
祓
」
で
あ
る
。
式
部
は
経
書
に

於
け
る
「
政
」
の
奥
意
を
踏
ま
え
、「
政
ハ
其
邪
ナ
気
ヲ
祓
フ
」
も
の
で
、

「
祓
」
が
「
国
家
ヲ
治
ム
ル
大
事
」
と
説
く
。
そ
の
上
で
、「
不
仁
不
義
」

の
根
本
要
因
で
あ
る
「
邪
気
」
を
祓
う
に
際
し
、「
正
道
ノ
確
乎
ト
シ
テ

ヌ
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
所
」、
つ
ま
り
我
国
の
「
神
代
」（「
国
是
」）
を
弁
え
ず

し
て
、「
祓
」（「
政
」）
を
し
て
も
意
味
は
な
い
と
し
た
。

　

な
お
、「
邪
気
」
と
は
別
の
言
い
方
で
も
表
さ
れ
た
。
瀬
織
津
比
売
、

速
開
都
比
売
、
気
吹
戸
主
、
速
佐
須
良
比
売
の
四
神
に
よ
り
、
罪
穢
れ
が

消
滅
し
て
ゆ
く
段
に
於
い
て
、

心
ノ
底
ニ
伏
シ
カ
ク
レ
テ
ア
ル
人
欲

0

0

、
古
ク
年
久
シ
ウ
シ
ミ
コ
ン
ダ

私
意
私
欲

0

0

0

0

ハ
、
中
々
軽
ヒ
コ
ト
デ
ハ
払
ハ
レ
ヌ
。
夫
レ
ヲ
大
金
気
ヲ

起
シ
テ
、
細
ニ
吟
味
ヲ
掛
ケ
テ
払
ヘ
ト
云
コ
ト
。（
四
四
頁
）

と
見
え
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
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人
ノ
心
ノ
霊
ハ
即
チ
天
日
。
夫
レ
ヲ
人
欲
私
欲

0

0

0

0

デ
ク
モ
ラ
ス
ハ
、
雲

霧
デ
日
月
ヲ
ク
モ
ラ
ス
如
シ
…
高
天
原
仁

神
留
坐
須

ト
ア
ル
天
日
ノ
霊

ニ
依
テ
、
此
国
ニ
生
ス
ル
モ
ノ
ヽ
本
ト
ス
ル
処
、
道
ト
ス
ル
処
ノ
根

本
ヲ
語
リ
、
今
又
其
天
日
ノ
御
蔭
デ
、
人
欲
私
欲
ノ
穢

0

0

0

0

0

0

ヲ
払
フ
テ
、

造
化
一
体
ノ
人
間
ニ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
語
タ
。（
四
五
頁
）

式
部
は
「
人
欲
私
欲
」（「
邪
気
」）
を
明
確
に
「
穢
」
と
し
た
。
そ
の
「
穢
」

に
よ
っ
て
、
人
々
は
「
不
仁
不
義
」
を
犯
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
「
祓
」

に
よ
っ
て
「
人
欲
私
欲
」
を
退
け
、「
天
日
」
の
如
く
、
生
ま
れ
た
ま
ま

の
清
浄
な
心
に
復
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。
心
を
蓋
う
「
邪
気
」
を
「
欲
」

と
す
る
事
自
体
は
、
玉
木
正
英
が
岡
田
正
利
へ
下
し
た
『
中
臣
祓
二
重
口

授
』（『
大
祓
詞
註
釋
大
成
』
上
、
所
収
）
に
も
、

人
八
三
種
ノ
霊
ア
レ
ト
モ
欲
ニ
蔽
ハ
レ
、
気
ニ
奪
ハ
レ
、
心
霊
真
昏
ニ

ナ
ル
、
是
ヲ
磨
ク
ハ
祓
ト
土
金
也
。
敬
ナ
ケ
レ
ハ
再
犯
ア
リ
。（
八
九
二

頁
）

と
あ
り
、
雄
淵
も
「
意
欲
情
欲
」（
一
〇
頁
）
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
二
重
口
授
』
や
式
部
の
講
説
に
見
え
る
「
土
金
」、
ま
た

「
金
気
」
と
は
垂
加
神
道
の
秘
伝
「
土
金
之
伝
」
に
由
来
す
る
も
の
で
、

我
が
身
を
立
た
せ
る
根
本
が
、「
敬
」
で
あ
る
事
を
説
い
た
秘
伝
で
あ
る
。

正
英
の
言
う
通
り
「
敬
」
が
な
け
れ
ば
、
過
ち
の
再
犯
は
必
須
で
あ
る
故
、

神
道
に
於
い
て
「
敬
」
に
相
当
す
る
「
祓
」
は
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
垂

加
神
道
家
に
と
っ
て
、
か
よ
う
な
「
祓
」
を
体
現
せ
ら
れ
た
神
こ
そ
素
戔

嗚
尊
で
あ
っ
た
。『
禊
除
草
』
で
は
、

素
戔
嗚
尊
天
上
ニ
テ
、
日
神
ヲ
犯ア
ナ
ド
リ侮
玉
フ
八
ノ
罪
ヲ
奉
テ
天
津
罪
ト

云
。
後
世
下
ト
シ
テ
上
ヲ
犯
シ
、
臣
ト
シ
テ
君
ニ
叛
ク
類
、
皆
天
津

罪
也
（
八
七
四
頁
）

素
戔
嗚
尊
が
天
上
で
行
っ
た
乱
暴
狼
藉
を
し
て
「
天
津
罪
」
と
す
る
。
そ

の
後
の
素
戔
嗚
尊
に
つ
い
て
、
正
英
の
『
神
代
巻
藻
塩
草
』
三
で
は
、「
祓

除
ノ
金
気
剣
徳
ヲ
以
テ
本
分
清
明
ノ
宝
剣
ヲ
得
給
ヘ
ル
也
」と
し
た
上
で
、

此
ニ
至
テ
武
ト
称
セ
ル
者
ハ
蓋
シ
荒
金
ノ
勇
気
ハ
真
ノ
武
ニ
非
ス
、

土
金
敬
ミ
ノ
極
ニ
至
リ
給
ヒ
清
々
シ
ク
、
金
気
ノ
磨
ケ
タ
ル
ヲ
以
テ

武
ト
ハ
称
シ
奉
ル
ナ
ル
ヘ
シ
、

「
祓
除
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
「
心
神
」
を
磨
き
上
げ
、「
敬
」
が
極
ま
る

事
で
、
素
戔
嗚
尊
は
天
照
大
神
へ
宝
剣
を
奉
り
、「
吾
心
清
清
之
」
の
境

地
に
至
る
。
右
の
如
く
垂
加
神
道
家
は
「
真
ノ
武
」
を
備
え
た
御
方
に
素

戔
嗚
尊
が
成
り
得
た
の
は
、
地
上
へ
降
り
ら
れ
る
前
に
な
さ
っ
た
「
祓
除
」

に
よ
る
も
の
と
説
い
た
。

　

式
部
も
ま
た
、「
天
津
罪
」
に
つ
い
て
、「
天
上
ニ
ア
ツ
テ
犯
シ
過
ツ
罪

事
ヲ
云
、
今
云
堂
上
ニ
カ
ノ
罪
ト
云
様
ナ
モ
ノ
」
と
し
、「
国
津
罪
」
と

は
「
地
下
デ
犯
シ
過
ツ
罪
咎
」（
四
一
頁
）
と
す
る
。
そ
う
し
て
、

素
尊
根
国
ヘ
流
サ
レ
給
ヒ
テ
、
色
々
ノ
カ
ン
ナ
ン
辛
苦
ヲ
歴
テ
、
今
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気
質
変
化
シ
テ
荒
金
ノ
徳
和
マ
ラ
セ
ラ
レ
タ
処
ユ
ヘ
、
男
神
ノ
荒
魂

ナ
レ
ト
モ
姫
ト
祭
タ
。（
四
六
頁
）

垂
加
神
道
的
解
釈
で
素
戔
嗚
尊
に
つ
い
て
説
い
た
。
な
お
、
素
戔
嗚
尊
が

地
上
に
降
り
立
た
れ
る
前
に
経
験
せ
ら
れ
た
「
辛
苦
」
を
重
視
し
、
上
述

し
た
如
く
「
天
日
」
を
目
当
て
と
す
る
徹
底
的
な
「
祓
」
を
説
い
た
の
は
、

式
部
の
も
う
一
人
の
師
若
林
強
斎
で
あ
る）

（1
（

。
こ
こ
で
式
部
は
強
斎
の
神
学

を
承
け
、
徹
底
的
な
「
辛
苦
」
の
修
養
と
、「
祓
」
の
末
に
、「
人
欲
私
欲
」

を
斥
け
、
清
浄
な
心
を
堅
持
さ
せ
よ
、
と
説
く
の
で
あ
っ
た
。

　

か
く
の
如
き
、「
人
欲
私
欲
」
と
「
祓
」
の
神
学
を
踏
ま
え
、
次
節
で

は
現
実
社
会
と
「
人
欲
私
欲
」
の
関
係
性
を
式
部
が
如
何
に
講
じ
て
い
た

の
か
を
確
認
し
た
い
。

三
、
式
部
の
「
人
欲
私
欲
」
観
と
現
実
社
会

　

三
種
神
器
を
継
承
せ
ら
れ
た
瓊
瓊
杵
尊
は
日
向
国
へ
、「
西
国
降
臨
」

（『
禊
除
草
』
八
七
〇
頁
）
さ
れ
た
。
西
国
に
は
、「
荒
振
神
達
」
が
い
た

が
、
高
天
原
（
皇
居
）
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
皇
天
二
祖
の
勅
命
に
よ
り
、
経

津
主
神
と
武
甕
槌
神
が
「
荒
振
神
」
で
あ
る
大
己
貴
命
へ
皇
化
に
服
す
よ

う
進
言
す
る
。
や
が
て
息
男
の
事
代
主
神
命
の
諫
言
に
よ
っ
て
大
己
貴
命

は
身
を
退
か
せ
ら
れ
た
。
経
津
主
神
と
武
甕
槌
神
は
、「
吾
カ
私
テ
ナ
ヒ

コ
ト
ガ
見
エ
ル
、
神
事
ヲ
以
テ
問
ヒ
払
タ
コ
ト
」（『
講
義
』
三
八
頁
）
と

あ
る
如
く
、
天
照
大
神
（「
神
」）
に
「
事
」
え
る
が
故
に
、
勅
命
を
以
て
、

国
土
の
皇
化
に
扶
翼
せ
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
て
言
葉
を
発
す
る
の
を
止
め
た
「
語
問
志

磐
根
木
立
」
と
は
、

畢
境
、「
妖
怪
」（『
禊
除
草
』
八
七
〇
頁
・『
啓
秘
録
』
一
二
頁
）
で
あ
る
。

そ
の
「
妖
怪
」
に
つ
い
て
、
式
部
は
以
下
の
よ
う
に
説
く
。

王
化
ノ
行
ワ
レ
ヌ
日
ハ
狐
狸
ハ
勿
論
、
ケ
様
ノ
妖
恠
カ
イ
カ
ヒ
コ
ト

ア
ツ
タ
ト
見
エ
ル
。
イ
カ
様
、
今
京
大
坂
等
ノ
繁
花
ノ
土
地
ス
ラ
妖

恠
ヲ
ナ
ス
。海
ノ
奥
ク
・
山
ノ
果
テ
マ
テ
武
家
ノ
権
威
ガ
推
シ
渡
テ
、

家
中
ノ
若
士
杯
ハ
、
左
様
ノ
妖
恠
カ
有
レ
カ
シ
ム
ト
好
ム
時
節
デ
サ

ヘ
衆
々
ノ
妖
物
ガ
出
ル
。
マ
シ
テ
若カ
ヽ

ル
荒
壙
ノ
世
ニ
ハ
其
筈
。 

（
三
八
、九
頁
）

国
土
が
「
王
化
」
に
至
っ
て
い
な
け
れ
ば
、「
妖
恠
」
は
現
れ
る
。
そ
れ
は
、

実
社
会
に
目
を
向
け
れ
ば
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
天
皇
の
坐
す
京
都
や
、
文

化
の
中
心
で
あ
る
大
坂
に
も
、「
妖
恠
」
は
居
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。

か
く
の
如
く
「
妖
恠
」
を
、
現
実
に
居
る
存
在
と
し
て
説
い
た
講
説
は
、

正
英
、
強
斎
、
雄
淵
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

今
や
海
の
奥
、
山
の
果
て
ま
で
武
家
の
権
威
が
押
し
渡
っ
て
い
る
が
、

「
家
中
ノ
若
士
杯
」、
つ
ま
り
若
い
武
士
ら
は
、
そ
の
様
な
「
妖
恠
」
が

居
る
事
を
好
ん
で
い
る
。
か
よ
う
な
時
節
で
さ
え
も
衆
々
の
「
妖
物
」
が
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出
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
、「
神
問
尓

問
給
比

神
払
尓

払
給
」
以
前
、
今

よ
り
も
さ
ら
に
荒
廃
し
た
世
で
あ
れ
ば
、「
妖
恠
」
が
居
る
の
は
当
然
で

あ
ろ
う
。
式
部
は
経
津
主
神
と
武
甕
槌
神
が
、「
妖
恠
」
を
祓
い
除
け
る
前

の
国
土
に
つ
い
て
、現
実
社
会
の
有
様
を
挙
げ
な
が
ら
具
体
的
に
説
い
た
。

　

上
述
し
た
如
く
、
式
部
は
「
国
津
罪
」
が
市
井
の
人
々
が
為
せ
る
罪
と

し
、「
天
津
罪
」
と
は
、「
堂
上
ニ
カ
ノ
罪
ト
云
様
ナ
モ
ノ
」
と
し
て
い
た
。

そ
こ
で
「
天
津
罪
」
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
の
は
、
式
部
が
都
在
住
中
に
、

公
家
門
弟
に
対
し
講
じ
た
聞
書
で
あ
る
。
式
部
は
、「
讒
侫
邪
智
ノ
臣
、

陰
ニ
テ
ハ
不
義
不
道
ヲ
行
フ
」
と
し
、「
却
テ
武
家
ノ
疑
ヲ
ウ
ケ
テ
ハ
、

此
上
ニ
亦
王
位
ノ
衰
ヒ
也
」
と
し
た
上
で
、

侫
人
コ
レ
ヲ
知
ラ
ヌ
テ
モ
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
欲
ヲ
ト
ケ
ン
タ
メ
ニ
、
当

世
女
中
大
臣
ノ
気
ニ
入
ヤ
ウ
ニ
言
ヲ
好
シ
、時
ノ
勢
ア
ル
人
ニ
諂
ヒ
、

高
官
ニ
ス
ヽ
ミ
、
寵
ヲ
得
勢
ヲ
カ
リ
テ
私
欲
ヲ
ト
ケ
、
忠
臣
ヲ
ネ
タ

ミ
讒
言
ヲ
行
フ
故
、
忠
臣
ハ
イ
ヨ
〳
〵
遠
サ
カ
リ
テ
、
少
シ
モ
道
タ

テ
ス
ル
人
ヲ
イ
ミ
キ
ラ
ウ
故
、
学
問
モ
サ
ハ
ラ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
、
聖
賢
ノ

道
ヲ
枉
テ
当
世
ニ
説
ナ
シ
、）

（1
（

朝
廷
の
「
讒
侫
邪
智
ノ
臣
」
は
、
陰
で
「
不
義
不
道
」
を
行
い
、
却
っ
て

武
家
か
ら
も
要
ら
ぬ
疑
い
を
受
け
る
事
で
、
王
位
は
益
々
衰
え
て
い
る
。

「
讒
侫
邪
智
ノ
臣
」（「
侫
人
」）
は
、
自
ら
の
「
欲
」
を
満
た
す
為
に
、

天
皇
の
御
近
く
に
仕
え
る
女
中
や
大
臣
に
諂
い
、
忠
臣
を
妬
み
、
讒
言
を

撒
く
事
で
、君
の
御
周
囲
か
ら
忠
臣
を
遠
ざ
け
さ
せ
る
。こ
ん
な
事
で
は
、

君
へ
道
を
説
く
者
が
居
な
く
な
る
で
は
な
い
か
、
と
式
部
は
厳
し
く
当
時

の
朝
廷
を
批
判
し
た
。

　

な
お
、
式
部
は
『
進
講
筆
記
』
稿
三
に
於
い
て
も
、「
天
有
悪
神
ノ
天

ハ
天
上
皇
居
ヲ
云
、
悪
神
ハ
女
以
佞
ノ
小
人
ヲ
云
」
と
説
い
た
。「
天
上

皇
居
」
に
居
る
「
悪
神
」
と
は
、「
女
以
佞
ノ
小
人
」
で
あ
り
、
聞
書
に

も
見
え
る
「
欲
ヲ
ト
ケ
ン
タ
メ
ニ
、
当
世
女
中
大
臣
」
に
諂
う
公
家
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
式
部
は
『
中
臣
祓
講
義
』
に
於
い
て
、
現
実
社
会
に
蔓
延

る
「
人
欲
私
欲
」
の
「
穢
」
に
塗
れ
た
存
在
を
具
体
的
に
想
定
し
な
が
ら
、

「
妖
恠
」
と
比
喩
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

か
よ
う
な
京
都
の
「
妖
恠
」、
ま
た
「
悪
神
」（
堂
上
公
家
）
が
、
天
上

で
「
天
津
罪
」
を
犯
す
事
で
「
王
位
」
は
衰
え
て
い
た
。
こ
れ
を
是
正
す

べ
く
式
部
は
、「
政
」
を
担
う
べ
き
天
皇
と
御
側
近
く
仕
え
る
公
家
が
、

修
徳
に
励
む
事
で
、「
天
下
之
万
民
皆
其
服
徳
」
し
、
将
軍
の
一
存
に
よ

る
「
政
」
も
、
天
皇
へ
還
っ
て
「
公
家
之
天
下
ニ
相
成
」
る
と
説
く
。
そ

の
為
に
は
、
天
皇
と
公
家
が
挙
っ
て
垂
加
神
道
を
学
び
、「
君
臣
合
体
」

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
門
弟
に
対
し
、
忠
告
す
る
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　

さ
ら
に
、
式
部
は
京
都
や
大
坂
に
は
、「
妖
恠
」
が
跋
扈
し
て
い
る
と

し
た
が
、
本
来
、
そ
れ
ら
を
糺
す
事
こ
そ
武
備
を
備
え
た
臣
下
の
務
め
で

あ
る
事
は
、
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左
様
ナ
荒
レ
果
タ
代
ノ
中
モ
、
鹿
島
楫
取
二
神
ノ
御
蔭
デ
、
太
平
ニ

ナ
ツ
タ
所
ヲ
言
止
テ
ト
ア
ル
。（
三
九
頁
）

と
、「
鹿
島
楫
取
二
神
」
の
働
き
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
現

実
の
若
い
武
士
（「
家
中
ノ
若
士
杯
」）
は
、
武
臣
と
し
て
「
国
津
罪
」
を

発
生
さ
せ
る
「
妖
恠
」（
市
井
の
人
々
）
を
糺
す
ど
こ
ろ
か
、「
妖
恠
」
を

望
む
様
な
状
態
で
あ
っ
た
。
抑
々
、
垂
加
神
道
で
は
武
臣
に
相
当
す
る
神

と
は
、「
鹿
島
楫
取
二
神
」
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
最
た
る
御
存
在
が
「
辛

苦
」
の
「
祓
」
に
よ
っ
て
、
真
の
武
を
備
え
ら
れ
た
素
戔
嗚
尊
で
あ
り
、

武
臣
と
し
て
天
下
を
平
ら
げ
、
君
を
御
支
え
す
る
事
が
責
務
と
さ
れ
た）

（1
（

。

式
部
か
ら
す
れ
ば
「
妖
恠
カ
有
レ
カ
シ
ム
」、「
家
中
ノ
若
士
杯
」
の
心
も
、

「
人
欲
私
欲
」
に
塗
れ
て
お
り
、
結
果
、「
敬
」
を
失
い
、
武
臣
と
し
て

の
責
務
を
放
棄
し
た
状
態
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
世
社
会
に
於
い
て
人
々
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
武
「
士
」

が
踏
み
行
う
べ
き
「
道
」
に
つ
い
て
は
多
く
の
儒
者
が
論
じ
て
い
た）

（1
（

如
く

で
あ
る
。
浅
見
絅
斎
も
、『
靖
献
遺
言
』
に
つ
い
て
、「
義
ニ
志
シ
学
ヲ
勉

ル
ノ
士
」（『
講
義
』
三
一
五
頁
）
は
勿
論
の
事
、「
武
士
之
小
学
ト
ス
ル

モ
亦
可
」
と
し
て
お
り
、
同
書
に
記
さ
れ
た
「
事
レ

君
処
レ

己
」（
三
一
六
頁
）

す
教
は
武
士
に
も
通
ず
る
と
し
た
。
同
書
は
式
部
の
学
問
に
与
え
た
影
響

も
大
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
彼
な
ら
ば
、「
人
欲
私
欲
」
に
よ
っ
て
、「
不
仁

不
義
」
を
犯
し
、「
事
レ

君
」
え
る
事
を
放
棄
し
た
武
士
に
対
し
て
、
憤
り

の
念
を
持
っ
た
事
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

　

さ
ら
に
、
式
部
の
抱
く
幕
府
認
識
に
つ
い
て
附
言
す
る
と
、「
天
下
無
レ

道
則
礼
楽
征
伐
従
二

諸
侯
一

出
」
と
し
、「
只
今
関
東
よ
り
政
事
出
候
ヘ
ハ
、

従
二

諸
侯
一

出
る
と
申
者
」
で
、
本
来
は
「
大
事
ハ
三
公
ヘ
御
相
談
有
レ

之
、

勅
命
を
請
て
被
レ

為
二

取
行
一

候
ハ
ヽ
、
礼
楽
征
伐
従
二

天
子
一

出
る
と
申

者
」）

11
（

と
い
う
。
つ
ま
り
、
諸
侯
で
あ
る
幕
府
は
、
武
臣
と
し
て
朝
廷
の
三

公
か
ら
勅
命
を
承
け
、「
政
」
を
行
う
べ
き
と
し
た
。
こ
の
体
制
は
ま
さ

し
く
天
照
大
神
（
君
）
の
勅
命
を
奉
戴
す
る
高
皇
産
霊
尊
（
摂
関
）
の
命

に
よ
り
、
挙
っ
て
君
を
御
支
え
す
る
君
臣
一
体
の
理
想
的
な
「
祭
政
」
で

あ
る）

1（
（

。
幕
府
と
は
素
戔
嗚
尊
の
如
く
、
武
威
を
以
て
そ
の
「
祭
政
」
を
君

と
一
体
と
な
っ
て
御
支
え
す
る
武
臣
の
棟
梁
で
あ
る
が
、「
関
東
よ
り
政

事
出
候
」
現
実
と
は
臣
が
分
を
越
え
た
も
の
で
、
式
部
か
ら
す
れ
ば
君
臣

関
係
の
乱
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
。

　

式
部
の
視
る
現
実
社
会
と
は
、
天
上
か
ら
地
上
に
至
る
ま
で
、「
人
欲

私
欲
」（「
穢
」）
に
塗
れ
、「
上
下
ノ
心
バ
ラ
〳
〵
ニ
成
テ
躁
ギ
動
」（『
靖

献
遺
言
講
義
』）
く
、「
妖
恠
」（「
語
問
志

磐
根
樹
立
」）
が
蔓
延
り
、
道
義

の
乱
れ
た「
王
化
ノ
行
ワ
レ
ヌ
」、「
時
節
」で
あ
っ
た
事
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

　

仰
「々
荒
壙
ノ
世
」を
も
記
し
て
い
る
の
が
、「
神
代
ノ
寿
言
」で
あ
る
。

理
想
的
な
「
神
代
」
の
姿
を
実
現
さ
せ
る
に
は
、「
神
代
」
で
も
行
わ
れ

た
様
に
、
正
し
い
「
祓
」
が
「
人
代
」
で
も
求
め
ら
れ
よ
う
。
故
に
、
式



竹内式部『中臣祓講義』について─ 33 ─

部
は
現
実
に
発
生
し
て
い
る「
人
欲
私
欲
」を
祓
う
為
に
、徹
底
し
た「
祓
」

の
大
事
を
説
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。
か
く
の
如
く
式
部
は
「
神
代
」
即
「
人
代
」

の
神
学）

11
（

を
踏
ま
え
、「
王
化
ノ
行
ワ
レ
ヌ
」
現
実
（「
人
代
」）
に
則
し
て
、

「
穢
」
や
「
罪
」
を
説
く
の
で
あ
っ
た
。

　
「
祭
政
」
を
担
わ
れ
る
天
皇
と
御
側
近
く
で
支
え
る
公
家
は
、「
辛
苦
」

の
修
徳
に
努
め
て
、「
人
欲
私
欲
」
を
祓
い
、「
天
下
之
万
民
皆
其
服
徳
」

す
る
様
に
努
め
る
。
武
士
も
「
人
欲
私
欲
」
を
祓
い
、
素
戔
嗚
尊
の
如
く

武
威
を
以
て
、
各
地
の
「
妖
恠
」
を
平
ら
げ
、
天
皇
の
「
祭
政
」
を
御
支

え
す
る
。
即
ち
、
君
臣
上
下
「
人
欲
私
欲
」
を
祓
う
事
で
、
清
浄
な
る
心

は
「
仁
義
礼
智
ノ
天
理
ノ
儘
」
と
な
り
、「
信
」
は
立
つ
。
そ
の
状
態
こ
そ
、

「
繾
綣
惻
怛
」
に
よ
り
、「
君
臣
合
体
」
し
、
天
皇
の
「
祭
政
一
致
」
が

実
現
さ
れ
た
我
国
の
理
想
的
な
姿
（「
国
是
」
即
「
神
代
」）
に
他
な
ら
な

い
。

　

以
上
の
如
く
、
式
部
は
現
実
に
則
し
て
講
義
を
展
開
さ
せ
る
事
で
、「
中

臣
祓
」
の
神
学
的
意
義
を
明
快
に
説
き
、
ま
た
そ
の
神
学
を
空
理
空
論
と

す
る
事
無
く
、
講
説
に
説
得
力
を
持
た
せ
て
い
た
。
次
節
で
は
式
部
が
か

く
も
現
実
の
「
人
欲
私
欲
」
や
「
妖
恠
」
を
敏
感
に
察
知
し
、
そ
れ
ら
を

現
実
に
則
し
て
講
ず
る
事
の
出
来
た
背
景
を
明
ら
か
な
ら
し
め
た
い
。

四
、
式
部
の
「
人
欲
私
欲
」
観
形
成
の
背
景

　

式
部
に
よ
る
「
人
欲
私
欲
」
観
と
、
神
学
を
現
実
に
則
し
て
講
ず
る
事

の
出
来
た
第
一
の
要
因
と
は
、
式
部
が
名
乗
っ
た
「
敬
持
」、「
羞
斎
」
の

名
と
号
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
が
「
持
敬
」
と
、
こ
れ
を
徹
底
す
る
事

で
心
に
沸
き
起
こ
る
「
羞
悪
」
の
念
を
重
ん
じ
た
事
で
あ
る
。
嘗
て
森
田

康
之
助
は
式
部
の
気
風
に
つ
い
て
、「
如
何
に
内
省
の
人
で
あ
っ
た
か
と

い
ふ
こ
と
を
物
語
る
」
と
し
た
上
で
、「
敬
持
と
い
ふ
名
と
い
ひ
羞
斎
と

い
ふ
自
ら
の
号
が
そ
の
こ
と
を
、
よ
く
も
ま
た
示
唆
す
る
」）

11
（

と
さ
れ
た
。

加
え
て
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
「
人
欲
私
欲
」
の
内
実
を
踏
ま
え
、「
羞
斎
」

の
持
つ
号
の
意
味
に
つ
い
て
、
森
田
氏
の
指
摘
に
蛇
足
を
加
え
た
い
。

　

そ
こ
で
、
先
ず
学
祖
闇
斎
の
「
大
学
垂
加
先
生
講
義
」（『
山
崎
闇
斎
学

派　

日
本
思
想
大
系
31
』岩
波
書
店
、昭
和
五
十
五
年
所
収
）
を
徴
す
る
に
、

本
明
ナ
ル
明
徳
ノ
、
気
稟
人
欲
ノ
ク
モ
リ
ニ
カ
ヽ
リ
タ
ル
、
其
ク
モ

リ
ヲ
除
イ
テ
、
ヤ
ツ
パ
リ
其
本
ノ
明
ニ
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
ソ
ツ
ト

モ
人
為
ハ
ナ
キ
ゾ
（
二
六
頁
）

闇
斎
は
「
明
徳
」
に
つ
い
て
、「
心
ト
見
ル
ガ
ヨ
キ
ゾ
」（
二
四
頁
）
と
し

た
。
そ
の
心
に
「
人
欲
ノ
ク
モ
リ
カ
ヽ
リ
タ
ル
」
故
、「
除
イ
テ
」、「
明
徳
」

が
発
揮
さ
れ
た
心
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
如
何
に
し
て
自
ら
の
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心
を
「
人
欲
」
か
ら
防
ぐ
の
か
。「
敬
斎
箴
講
義
」（『
山
崎
闇
斎
学
派
』

所
収
）
に
は
、

扨
敬
ト
云
ヘ
ル
ハ
何
ノ
子
細
モ
無
ク
、
此
心
ヲ
欝
乎
々
々
ト
放
チ
ヤ

ラ
ズ
、
平
生
屹
ト
照
シ
ツ
メ
ル
ヲ
敬
ト
云
ゾ
。（
八
一
頁
）

と
、「
敬
」
に
よ
っ
て
心
が
あ
ら
ぬ
方
向
に
行
か
ぬ
よ
う
に
努
め
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
。
そ
の
上
で
、

持
敬
ノ
二
字
ハ
、
朱
文
公
平
生
敬
之
修
行
ノ
文
字
也
。（
同
前
、

九
二
頁
）

朱
子
学
の
修
養
方
法
で
あ
る
「
持
敬
」
と
は
、
不
断
無
き
修
行
で
あ
る
。

そ
れ
程
ま
で
に
、「
敬
」
を
徹
底
す
る
事
で
、

仁
ガ
起
レ
バ
惻
隠
、
義
ガ
起
レ
バ
羞
悪
ト
云
様
ニ
…
惻
隠
ノ
ヤ
マ
レ

ヌ
心
ガ
ヲ
コ
リ
、
又
悪
ヲ
見
テ
ハ
憎
ミ
、
善
ヲ
見
テ
ハ
愛
ス
ル
モ
、

仁
ノ
筋
、
義
ノ
筋
カ
ラ
、
段
々
発
テ
出
タ
モ
ノ
也
。（「
本
然
気
質
性

講
説
」『
山
崎
闇
斎
学
派
』
所
収
、
六
九
頁
）

「
ヤ
マ
レ
ヌ
心
」（「
惻
隠
」）
と
、「
悪
ヲ
見
テ
ハ
憎
ミ
、
善
ヲ
見
テ
ハ
愛

ス
ル
」（「
羞
悪
」）
の
念
が
生
じ
、
人
と
し
て
守
る
べ
き
「
仁
義
」
に
徹

し
て
生
き
る
事
が
可
能
と
な
る
。
か
く
の
如
く
、「
人
欲
」
か
ら
、
我
が

心
を
防
ぐ
の
は
何
故
か
。

畢
竟
皆
一
人
〳
〵
ハ
身
也
。
サ
テ
推
テ
国
天
下
ニ
及
デ
モ
、
治
シ
テ

平
ニ
ナ
ル
ト
ハ
、
其
国
・
天
下
ノ
人
人
ノ
身
デ
治
リ
タ
ル
ニ
非
ヤ
。

（「
大
学
垂
加
先
生
講
義
」
二
九
頁
）

万
民
の
心
が
「
明
徳
」
の
状
態
な
ら
ば
、
国
家
天
下
も
平
穏
に
治
ま
る
。

闇
斎
は
神
学
に
於
い
て
も
、
か
よ
う
な
理
気
の
説
を
踏
ま
え
、
自
ら
が
清

浄
な
ら
ば
身
に
宿
る
「
心
神
」
も
正
神
で
あ
る
し
、
邪
穢
に
覆
わ
れ
れ
ば
、

邪
神
と
な
る
故
、
邪
穢
を
祓
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
「
会
津
神
社
志
序
」
で
説

い
た）

11
（

。
式
部
が
「
人
欲
私
欲
」
に
塗
れ
た
存
在
を
し
て
、「
妖
恠
」、「
悪
神
」

と
す
る
の
は
、
闇
斎
の
神
学
を
そ
の
淵
源
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
闇
斎
の
講
説
に
加
え
、
注
目
し
た
い
の
が
、
式
部
の
学
問
に

も
強
い
影
響
を
与
え
た
絅
斎
の
『
靖
献
遺
言
』
で
あ
る
。『
講
義
』
に
於

い
て
、「
人
欲
私
欲
」
に
近
い
表
現
は
三
か
所
見
え
る
。
先
ず
一
つ
は
陶

淵
明
の
事
歴
を
記
す
〈
巻
之
三
〉
に
て
、

何
則
大
義
ノ
不
レ

可
レ

逃
略
知
レ

之
イ
ヘ
ド
モ
、
其
心
ノ
所
レ

養
、
終
ニ

夫
ノ
私
意
人
欲
ノ
雑
リ
其
間
ニ
ア
レ
バ
、
雖
レ

欲
二

強
安
一

不
レ

可
レ

得

也
。（
三
二
六
頁
）

「
私
意
人
欲
」
が
あ
れ
ば
、
祖
国
の
遺
臣
を
全
う
し
た
淵
明
の
如
く
、
君

臣
の
大
義
に
順
じ
た
出
処
進
退
は
行
え
な
い
と
い
う
。
ま
た
同
巻
で
は
、

サ
テ
伯
夷
ホ
ド
見
ト
リ
ガ
明
ニ
テ
モ
、
兎
ノ
毛
ホ
ド
モ
人
欲
私
意
ガ

ア
レ
バ
イ
ジ
ル
ゾ
。
人
欲
私
意
ガ
ナ
ク
テ
モ
、
見
ヌ
キ
ガ
伯
夷
ホ
ド

ヌ
ケ
ネ
バ
、
ソ
レ
モ
イ
ジ
ル
ゾ
。（
三
二
八
頁
）

幾
ら
伯
夷
の
様
に
大
義
に
明
る
く
て
も
、「
人
欲
私
意
」
が
あ
れ
ば
、
必
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ず
君
臣
の
分
を
乱
す
と
し
た
。

　

三
つ
目
は
宋
の
忠
臣
文
天
祥
〈
巻
之
五
〉
が
詠
め
る
「
正
気
歌
」
に
対

す
る
講
説
で
あ
る
。

人
ニ
ハ
人
欲
ト
云
モ
ノ
ガ
有
ニ
ヨ
ツ
テ
、
思
ナ
ガ
ラ
義
理
ヲ
欠
ク
カ

ラ
ハ
、
其
義
理
ノ
欠
タ
ル
所
デ
、
一
身
ノ
気
ガ
チ
ヾ
コ
ナ
ツ
テ
カ
ジ

ケ
ル
ホ
ド
ニ
、
何
ト
シ
テ
件
ノ
正
気
ノ
気
象
ガ
身
ニ
覚
ヘ
ガ
ア
ロ
ウ

ゾ
。ヤ
ス
イ
コ
ト
、我
心
ニ
恥
カ
シ
キ
コ
ト
モ
ナ
キ
ヨ
ト
思
ト
キ
ハ
、

気
ガ
自
シ
ツ
カ
リ
ト
シ
テ
、
モ
ノ
モ
言
ヨ
キ
モ
ノ
ゾ
。（
三
四
一
頁
）

人
は
「
欲
」
を
持
ち
、
そ
の
「
欲
」
の
ま
ま
に
動
く
か
ら
、
義
理
を
欠
い

て
し
ま
う
が
、
そ
こ
で
我
が
心
に
恥
を
覚
え
れ
ば
、
未
だ
「
正
気
」
は
保
っ

て
お
る
と
し
た
。

　
『
靖
献
遺
言
講
義
』
に
見
え
る
「
私
意
人
欲
」（「
欲
」）
と
は
、
我
身
の

「
正
気
」
を
曇
ら
せ
て
、
道
義
を
忘
却
さ
せ
、
不
義
を
為
す
存
在
で
あ
る
。

「
欲
」
に
対
し
、
か
よ
う
な
認
識
を
持
つ
絅
斎
は
最
晩
年
に
神
道
を
学
ぶ

と
、「
穢
」
に
つ
い
て
、「
儒
書
デ
云
私
意
私
欲
ハ
ケ
ガ
レ
ゾ
」）

11
（

と
説
く
の

で
あ
っ
た
。

　

闇
斎
─
絅
斎
に
よ
る
経
書
の
講
説
を
見
れ
ば
、「
義
」
を
忘
却
せ
し
め

る
「
人
欲
」
を
斥
け
る
も
の
が
、
徹
底
し
た
「
持
敬
」
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、「
正
気
」
は
身
に
充
満
し
、
我
が
心
（「
明
徳
」）
に
は
自
ず
と
「
惻

隠
」、「
羞
悪
」の
念
が
湧
き
起
こ
っ
て
、「
仁
義
」に
徹
す
る
事
が
出
来
る
。

万
民
が
か
く
あ
れ
ば
、
国
家
天
下
も
平
穏
に
治
ま
る
。
故
に
「
正
気
」
を

保
ち
、「
明
徳
」
を
発
揮
し
た
我
が
心
を
平
素
よ
り
堅
持
す
る
「
敬
」（「
持

敬
」）
が
求
め
ら
れ
、
垂
加
神
道
で
は
そ
れ
が
「
祓
」
と
し
て
重
ん
ぜ
ら

れ
た
。

　
「
羞
悪
」
の
念
が
「
仁
義
」
を
徹
底
す
る
上
で
求
め
ら
れ
る
事
は
前
掲

し
た
闇
斎
の
「
本
然
気
質
性
講
説
」
に
見
え
る
。
式
部
は
『
事
君
弁
』
の

最
後
で
、

心
の
誠
を
つ
く
す
を
仁じ
ん

と
い
ひ
、
筋す
ぢ

目め

を
つ
ゝ
く
る
を
義
と
い
ひ
、

言
葉
も
お
こ
な
ひ
も
、
仁
義
の
道
に
か
な
ふ
人
を
聖せ
い

人
賢け
ん

人
と
も
い

ひ
、
此
道
に
そ
む
く
人
を
、
禽
と
り
け
も
の獣
同ど
う
ぜ
ん然
の
人
と
い
へ
ハ
、
朝
よ
り

夕
ま

て
よ
ろ
こ
ふ
事
に
つ
き
、
哀か
な

し
む
事
に
つ
き
て
も
、
た
だ
仁
義
の
道

に
そ
む
か
む
か
と
恐
れ
敬
み
奉
公
し
給
ふ
へ
し
、）

11
（

「
心
の
誠
」
と
は
、「
繾
綣
惻
怛
」
で
あ
る）

11
（

。
そ
の
本
心
は
「
仁
」
で
あ
る

が
、
畢
竟
、「
人
ノ
固
有
」（『
論
語
師
説
』）
た
る
「
信
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
心
を
曲
げ
る
事
の
な
い
「
義
」
を
全
う
す
れ
ば
、
自
ず
と
、「
不

仁
不
義
」
を
許
さ
ぬ
、「
羞
悪
」
の
念
が
起
こ
り
、「
仁
義
の
道
」
は
踏
み

行
え
る
。
そ
れ
を
実
践
し
た
の
が
、『
靖
献
遺
言
』
に
列
せ
ら
れ
た
忠
臣

で
あ
り
、
我
国
で
あ
れ
ば
「
君
を
怨う
ら

む
る
心
お
こ
ら
ハ
、
只
た
〳
〵゙

天
照
大
神
の

御
名
を
称と
な
ふへ
し
」）

11
（

と
唱
え
、「
仁
義
の
道
」
に
背
か
ず
、
天
皇
へ
奉
公
し

た
楠
木
正
成
で
あ
る
。
式
部
は
か
よ
う
な
「
聖せ
い

人
賢け
ん

人
」
の
事
歴
を
顧
み
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て
、
道
に
背
か
ぬ
様
に
、
天
皇
へ
奉
公
し
て
、「
君
臣
合
体
」
に
努
め
よ

と
同
書
で
説
い
た）

11
（

。『
中
臣
祓
講
義
』
に
則
す
な
ら
ば
、「
人
欲
私
欲
」
を

斥
け
る
、
徹
底
的
な
「
祓
」
に
よ
っ
て
、
清
浄
な
心
に
「
羞
悪
」
の
念
が

生
じ
、「
仁
義
の
道
」
を
全
う
し
て
、「
君
臣
合
体
」
は
成
る
。
か
く
し
て
、

国
土
に
理
想
的
な
姿
（「
国
是
」
即
「
神
代
」）
は
現
出
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
を
鑑
み
る
に
、「
持
敬
」（「
祓
」）
と
関
連
性
を
持
つ
、「
羞
悪
」

こ
そ
、「
羞
斎
」の
所
以
で
あ
ろ
う
。で
は
何
故
、式
部
は
自
ら
の
号
を「
羞

悪
」
か
ら
取
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
嘗
て
式

部
自
身
も
上
下
の
分
を
憚
ら
ず
、「
不
仁
不
義
」
を
犯
し
た
結
果
、
望
楠

軒
よ
り
「
義
絶
」
に
処
さ
れ
て
い
た）

1（
（

事
で
あ
る
。
式
部
は
過
去
に
自
ら
が

犯
し
た
「
不
仁
不
義
」
に
懺
悔
し
て
こ
れ
を
「
羞
」
じ
、
戒
め
と
し
て
、

「
羞
斎
」
を
名
乗
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
よ
う
な
指
向
性
を
抱
い

て
い
た
式
部
な
ら
ば
、
目
前
に
蔓
延
る
「
人
欲
私
欲
」
に
塗
れ
た
「
妖
恠
」

は
、
さ
ぞ
や
目
に
付
い
た
事
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
の
要
因
と
は
、
式
部
の
居
た
環
境
で
あ
る
。
彼
は
経
書
修
学
と
自

ら
の
経
験
か
ら
、「
持
敬
」
と
「
羞
悪
」
を
重
ん
じ
た
結
果
、
現
実
の
「
人

欲
私
欲
」、「
妖
恠
」
を
敏
感
に
察
知
す
る
気
風
を
養
い
、
そ
の
上
で
京
都

時
代
に
於
い
て
、「
人
欲
私
欲
」
に
塗
れ
た
「
妖
恠
」（「
讒
侫
邪
智
ノ
臣
」）

を
実
見
す
る
。
そ
の
「
妖
恠
」
に
よ
る
「
天
津
罪
」
の
存
在
を
も
彼
は
目

の
当
り
に
し
た
。
か
よ
う
な
環
境
下
に
あ
っ
た
事
も
、
京
都
追
放
後
に
為

さ
れ
た
『
中
臣
祓
講
義
』
で
、「
人
欲
私
欲
」（「
穢
」）
が
現
実
に
及
ぼ
す

影
響
を
説
く
事
が
出
来
た
今
一
つ
の
要
因
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

竹
内
式
部
は
山
崎
闇
斎
、
玉
木
正
英
、
若
林
強
斎
、
松
岡
雄
淵
ら
の
説

を
踏
ま
え
た
上
で
、「
中
臣
祓
」
を
講
じ
た
。
式
部
は
正
英
の
神
学
を
祖

述
し
て
、「
中
臣
祓
」
の
構
成
に
注
視
し
、
我
国
の
原
点
で
あ
る
「
神
代
」

に
由
来
し
た
「
国
是
」
が
冒
頭
部
分
に
大
書
さ
れ
て
い
る
事
を
「
神
代
ノ

寿
言
」
と
強
調
す
る
。
該
当
箇
所
は
我
国
の
原
点
で
あ
る
「
神
代
」
以
来
、

君
臣
上
下
の
分
に
基
づ
き
、
君
（
天
照
大
神
）
か
ら
の
勅
命
を
承
け
る
摂

関
（
高
皇
産
霊
尊
）
を
中
心
に
、
臣
下
（
神
々
）
と
君
が
一
体
と
な
っ
て

「
祭
政
」
は
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
、
理
想
的
治
世
（「
国
是
」
即
「
神
代
」）

が
記
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
理
想
を
曇
ら
せ
る
の
が
我
が
心
に
生
ず
る
「
人
欲

私
欲
」（「
穢
」）
で
あ
る
。「
人
欲
私
欲
」
に
よ
っ
て
、
人
々
は
「
不
仁
不

義
」
を
犯
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
穢
」
に
塗
れ
た
存
在
を
式
部
は
各
地

に
居
る
「
妖
恠
」
と
比
喩
的
に
表
現
す
る
。
彼
の
目
前
と
す
る
現
実
社
会

と
は
天
上（
皇
居
）か
ら
地
上
に
至
る
ま
で
、「
人
欲
私
欲
」に
塗
れ
た「
妖

恠
」
が
蔓
延
り
、「
天
津
罪
」・「
国
津
罪
」
は
発
生
し
、
道
義
が
乱
れ
、「
王
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化
」
し
た
状
況
と
は
程
遠
い
「
時
節
」
に
あ
っ
た
。
故
に
、
式
部
は
強
斎

の
神
学
を
承
け
た
上
で
、「
人
欲
私
欲
」（「
穢
」）
を
徹
底
的
に
祓
い
除
け

ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
強
調
す
る
。
式
部
は
「
穢
」
や
「
罪
」
の
実
態
を
、
現

実
社
会
の
有
様
に
則
し
て
説
く
事
で
、「
中
臣
祓
」
の
神
学
的
意
義
を
明

快
に
説
き
、
自
ら
の
講
説
に
説
得
力
を
持
た
せ
て
い
た
。

　

か
く
の
如
く
、
式
部
が
現
実
の
「
人
欲
私
欲
」、「
妖
恠
」
を
敏
感
に
察

知
し
、
具
体
的
に
講
ず
る
事
の
出
来
た
要
因
と
は
、
第
一
に
彼
が
経
書
修

学
の
末
に
、「
不
仁
不
義
」
を
憎
む
「
羞
悪
」
の
念
と
、
そ
う
し
た
感
情

が
沸
き
起
こ
る
前
提
に
求
め
ら
れ
る
徹
底
的
な
「
持
敬
」（「
祓
」）
を
重

ん
じ
た
事
で
あ
る
。
第
二
に
、「
持
敬
」、「
羞
悪
」
を
重
ん
ず
る
式
部
が

京
都
時
代
に
於
い
て
、「
人
欲
私
欲
」
に
塗
れ
る
奸
臣
の
存
在
を
実
見
し
、

さ
ら
に
彼
ら
に
よ
る
「
天
津
罪
」
を
も
目
前
と
す
る
環
境
に
彼
が
居
た
事

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

以
上
、
式
部
に
よ
る
垂
加
神
道
の
基
本
教
典
の
一
つ
「
中
臣
祓
」
の
講

義
に
見
え
る
特
徴
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
式
部
は
、
神
学
的
視
座
か
ら
現

実
の
問
題
に
対
峙
し
、
そ
の
問
題
を
是
正
し
て
理
想
的
国
土
と
す
べ
く
神

学
の
実
践
を
試
み
て
い
た
。
か
よ
う
な
式
部
の
姿
を
踏
ま
え
る
と
、
垂
加

神
道
家
に
と
っ
て
「
中
臣
祓
」
に
記
さ
れ
た
事
象
と
は
観
念
的
な
存
在
で

は
な
く
、
実
現
可
能
な
理
想
で
あ
り
、
そ
の
理
想
を
乱
す
「
穢
」
や
「
罪
」

も
実
社
会
で
生
ず
る
具
体
的
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
故
に
彼
ら
は
置
か
れ
た
環
境
の
中
で
、
理
想
を
実
現
す
べ
く
、

神
学
的
視
座
に
基
づ
き
、
そ
の
実
践
を
強
く
志
向
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
然
り
と
せ
ば
、
式
部
に
学
ん
だ
公
家
門
弟
の
行
動
も
、
彼
の
示
し
た

神
学
を
念
頭
に
検
討
す
る
事
が
宝
暦
事
件
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
上
で

求
め
ら
れ
よ
う
。
課
題
と
し
た
い
。

（
１
） 

竹
内
式
部
に
つ
い
て
は
星
野
恒
『
竹
内
式
部
君
事
蹟
考
』（
冨
山
房
、
明
治

三
十
二
年
）、
徳
富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
民
史　

宝
暦
明
和
篇
』（
民
友
社
、
大
正

十
五
年
）、
近
藤
啓
吾
「
宝
暦
の
変
」（『
続
々
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
神
道
史
学
会
、

平
成
七
年
所
収
）、
松
本
丘
「
竹
内
式
部
の
『
日
本
書
紀
第
一
講
義
』」（『
垂
加
神

道
の
人
々
と
日
本
書
紀
』
弘
文
堂
、
平
成
二
十
年
所
収
）、
拙
稿
「
竹
内
式
部
『
奉

公
心
得
書
』
の
成
立
と
受
容
に
つ
い
て
─
附
・『
事
君
弁
』
翻
刻
─
」（『
藝
林
』

六
七
─
二
、
平
成
三
十
年
）、「
竹
内
式
部
『
靖
献
遺
言
講
義
』
巻
之
三
〈
陶
淵
明
〉

に
つ
い
て
─
「
祖
国
一
体
」
か
ら
「
君
臣
合
体
」
へ
─
」（『
藝
林
』
六
八
─
二
、

令
和
元
年
）、「
崎
門
学
派
に
於
け
る
実
と
真
─
竹
内
式
部
の
「
義
絶
」
を
通
じ
て

─
」（『
神
道
史
研
究
』
六
七
─
二
、
令
和
元
年
）
等
を
参
照
。

（
２
） 

こ
の
講
義
を
詳
し
く
考
証
し
た
の
は
僅
か
に
、
倉
田
藤
五
郎
「
竹
内
式
部
の
『
中

臣
祓
講
義
』
─
「
天
神
の
寿
詞
」
の
重
視
に
つ
い
て
─
」（『
師
恩
友
益
』
マ
リ
ン

ブ
ル
ー
、
平
成
十
年
所
収
）
の
み
で
あ
る
。

（
３
） 
西
岡
和
彦
「
山
崎
闇
斎
と
『
先
代
旧
事
本
紀
』
─
基
礎
的
考
察
」（
工
藤
浩
編
『
先

代
旧
事
本
紀
論　

史
書
・
神
道
書
の
成
立
と
受
容
』
花
鳥
社
、
令
和
元
年
所
収
）

一
七
四
、五
頁
。

（
４
） 

正
英
の
『
禊
祓
草
』
に
見
え
る
特
徴
に
つ
い
て
、
倉
田
氏
は
「『
風
水
草
』
に
『
天
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神
の
寿
詞
』
の
奏
上
と
祓
の
奏
上
と
の
記
事
を
併
記
し
た
所
を
、
更
に
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
」（
二
七
三
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
５
） 「
神
代
記
垂
加
翁
講
義
」（『
神
道
大
系　

垂
加
神
道
（
上
）』
所
収
）
三
六
〇
頁
。

（
６
） 

垂
加
神
道
に
於
け
る
「
心
神
」
論
は
、
近
藤
啓
吾
「
心
神
考
─
三
輪
大
神
と
山
崎

闇
斎
」（『
山
崎
闇
斎
の
研
究
』
神
道
史
学
会
、
昭
和
六
十
一
年
所
収
）、
西
岡
和

彦
「
山
崎
闇
斎
と
三
輪
」（『
大
美
和
』
一
三
二
、
平
成
二
十
九
年
）
等
を
参
照
。

（
７
） 

垂
加
神
道
家
の
祭
政
一
致
観
は
、
西
岡
和
彦
「
神
籬
磐
境
考
─
垂
加
神
道
の
祭
政

一
致
観
─
」（
阪
本
是
丸
編『
国
家
神
道
再
考
─
祭
政
一
致
国
家
の
形
成
と
展
開
─
』

弘
文
堂
、
平
成
十
八
年
所
収
）
等
を
参
照
。

（
８
） 

拙
稿
「
竹
内
式
部
『
靖
献
遺
言
講
義
』
巻
之
三
〈
陶
淵
明
〉
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

（
９
） 

な
お
、
倉
田
氏
は
闇
斎
が
『
風
水
草
』
に
於
い
て
、
天
種
子
命
が
奏
上
し
た
「
天

神
寿
詞
」
と
「
解
祓
（
除
）」
の
二
つ
を
合
わ
せ
て
「
中
臣
祓
」
と
し
た
記
述
、

ま
た
正
英
の
『
禊
祓
草
』
に
て
、「
詞
イ
ワ
ヒ
コ
ト
バ」

と
あ
る
事
か
ら
、
式
部
の
説
く
「
神
代

ノ
寿
言
」
に
つ
い
て
も
、「
天
神
寿
詞
」
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
式
部
が
「
先
ツ
」

や
「
是
ヨ
リ
」
と
前
置
き
し
て
「
神
代
ノ
寿
言
」
を
説
い
て
い
る
点
に
着
目
し
、

「
祓
に
先
立
っ
て
『
天
神
の
寿
詞
』
の
奏
上
せ
ら
れ
る
事
の
重
要
さ
を
、
繰
り
返

し
と
い
て
ゐ
る
」（
二
六
五
頁
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
式
部
は
飽
く
迄
も
、「
神
代

ノ
寿
言
」
と
「
祓
」
を
合
わ
せ
て
、「
中
臣
祓
」
と
し
て
い
た
。
そ
の
式
部
が
「
神

代
ノ
寿
言
」
を
「
祓
」
に
先
立
ち
奏
上
す
る
と
説
い
た
事
は
考
え
難
い
。
式
部
が

敢
え
て
、「
神
代
ノ

0

0

0

寿
言
」
と
説
い
た
所
以
と
は
、
我
国
の
原
点
に
し
て
理
想
的

治
世
で
あ
る
「
神
代
」（「
国
是
」）
が
記
さ
れ
て
い
た
事
に
よ
る
。
そ
の
上
で
、「
先

ツ
」、「
是
ヨ
リ
」
と
強
調
す
る
の
で
あ
っ
た
。「
神
代
ノ
寿
言
」
を
単
に
「
天
神

寿
詞
」
と
す
れ
ば
、
式
部
が
「
神
代
ノ
寿
言
」
に
込
め
た
神
学
が
不
明
瞭
と
な
ろ

う
。
こ
の
点
は
若
干
の
修
正
を
要
す
る
。

（
10
） 

朱
子
の
高
弟
陳
淳
に
よ
れ
ば
、「
仁
・
義
・
礼
・
智
は
、
信
が
な
い
と
真
実
で
な

く
な
っ
て
し
ま
う
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
仁
・
義
・
礼
・
智
の
実
理
が
信
な
の

で
あ
る
」（
佐
藤
仁
訳
『
朱
子
学
の
基
本
用
語
─
北
渓
字
義
釈
解
─
』
研
文
出
版
、

平
成
八
年
、
九
四
頁
）
と
い
う
。
若
林
強
斎
も
「
信
」
に
つ
い
て
、「
此
四
ツ
（
筆

者
註
─
「
仁
義
礼
智
」）
ノ
ハ
ナ
ル
ヽ
ト
云
コ
ト
ハ
無
レ

之
候
。
五
行
ト
同
ジ
コ
ト

也
ト
云
ナ
リ
ノ
実
然
ト
シ
テ
行
ハ
ル
ヽ
ハ
信
也
」（「
雑
話
筆
記
」『
神
道
大
系　

垂
加
神
道
（
下
）』
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
三
年
所
収
、
六
四
頁
）
と
す

る
如
く
、「
仁
義
礼
智
」
の
実
理
で
あ
り
、「
仁
義
礼
智
」
が
実
行
さ
れ
れ
ば
「
信
」

が
立
つ
事
を
説
い
て
い
る
。

（
11
） 

西
晋
一
郎
「
我
国
の
教
」（『
西
先
生
御
講
演　

我
国
の
教
』
私
家
版
、
昭
和
十
七

年
所
収
）
で
は
「
茲
に
信
は
国
を
以
て
本
と
す
る
と
云
ひ
、
又
先
に
孝
悌
を
以
て

仁
の
本
と
す
る
と
い
ふ
。
然
ら
ば
本
に
二
つ
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
孝
悌
も
矢
張

り
信
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
三
三
頁
）
と
端
的
に
説
か
れ
た
。

（
12
） 

な
お
、
為
政
第
二
「
為
政
以
徳
」
章
に
見
え
る
朱
子
の
註
「
政
の
言
為た

る
は
正
な

り
。
人
の
不
正
を
正
す
所
以
な
り
」（
土
田
健
次
郎
訳
注
『
論
語
集
注
』
一
、
平

凡
社
、
平
成
二
十
五
年
、
一
二
六
頁
）
に
対
し
『
論
語
師
説
』
に
は
、「
政
ト
云

字
ノ
旨
ハ
正
ス
ト
云
コ
ト
、
人
ノ
ダ
ヽ
イ
正
シ
イ
ガ
正
シ
フ
ナ
イ
ヲ
正
シ
テ
、
父

子
ハ
父
子
ノ
様
ニ
安
シ
、
兄
弟
ハ
兄
弟
ノ
様
ニ
正
フ
公
事
モ
ナ
ク
、
乱
モ
無
カ
正

ト
云
モ
ノ
、
ソ
レ
カ
政
ソ
」
と
あ
る
。

（
13
） 

以
上
は
西
晋
一
郎
「
祝
詞
と
国
体
」（『
人
間
即
国
家
の
説
』
明
世
堂
書
店
、
昭
和

十
九
年
所
収
）
に
見
え
る
「
天
皇
愛
民
の
政
を
輔
け
る
と
い
ふ
も
是
で
、
輔
け
る

と
は
代
り
て
奉
行
す
る
こ
と
、
政
が
愛
民
の
実
を
挙
げ
て
天
皇
の
ヨ
サ
シ
に
答
ふ

る
や
う
臣
民
が
各
自
官
職
業
務
を
勉
め
る
こ
と
で
あ
る
」（
一
二
七
頁
）
と
の
説

が
参
考
と
な
ろ
う
。

（
14
） 

松
本
丘
「
若
林
強
斎
の
神
代
巻
講
義
」（『
垂
加
神
道
の
人
々
と
日
本
書
紀
』
所
収
）

等
を
参
照
。

（
15
） 

以
上
、『
宝
暦
事
件　

八
』（
宮
内
公
文
書
館
蔵
）。

（
16
） 

以
上
、『
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
』
八
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
平
成
十
九
年
）

宝
暦
八
年
七
月
十
五
日
条
。

（
17
） 
闇
斎
は
素
戔
嗚
尊
に
つ
い
て
「
素
戔
嗚
尊
者
可
三

以
治
二

天
下
一

也
。
ス
ベ
テ
乱
ヲ
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平
グ
ル
ハ
武
家
ノ
ス
ル
コ
ト
ゾ
。
天
子
ハ
天
上
ノ
コ
ト
ヲ
シ
ラ
セ
ラ
ル
ヽ
ゾ
。
今

ノ
ナ
リ
ガ
ソ
ノ
様
ノ
ナ
リ
ゾ
。
今
ノ
武
家
ハ
素
戔
嗚
尊
ノ
ナ
リ
ゾ
」（「
神
代
記
垂

加
翁
講
義
」
三
四
〇
頁
）
と
、
武
臣
の
責
務
を
説
い
た
。

（
18
） 

武
士
道
の
展
開
に
つ
い
て
は
武
士
道
学
会
編
『
武
士
道
の
神
髄
』（
帝
国
書
籍
、

昭
和
十
六
年
所
収
）、
渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

昭
和
六
十
年
）
等
を
参
照
。
渡
辺
氏
は
「
彼
等
は
、
日
本
の
『
士
』
に
即
し
て
『
道
』

を
説
か
ね
ば
な
か
ら
な
か
っ
た
。
儒
者
達
の
著
し
た
様
々
の
武
士
訓
・
武
士
道
論
・

士
道
論
の
類
は
そ
の
直
接
的
な
現
れ
で
あ
る
」（
六
四
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
19
） 

式
部
の
高
弟
徳
大
寺
公
城
は
「
剣
術
、
体
術
者
平
常
一
身
之
護
衛
也
」
と
し
、
ま

た
「
子
孫
之
輩
、
深
勤
学
問
、
而
又
学
武
事
、
則
又
予
之
志
也
、
如
遊
芸
心
不
可

学
也
」（『
公
城
卿
記
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
徳
大
寺
家
本
、
寛
延
四
年
四

月
十
五
日
条
）
と
あ
る
如
く
、
子
孫
に
対
し
文
武
両
道
に
努
め
る
べ
き
事
を
説
い

た
。
公
家
に
も
拘
ら
ず
、
彼
ら
が
「
武
」
を
重
ん
じ
た
の
は
式
部
の
教
育
が
背
景

で
あ
ろ
う
。そ
こ
で
、参
考
と
な
る
の
は
浅
見
絅
斎「
剣
術
筆
記
」（
近
藤
啓
吾『
崎

門
三
先
生
の
学
問
』
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
平
成
十
八
年
所
収
）
で
あ
る
。
絅
斎

は
剣
術
に
つ
い
て
、「
至
要
の
術
訣
は
、
全
く
己
を
実
に
し
、
一
毫
も
敵
の
虚
に

乗
ず
る
な
き
に
在
り
」（
八
二
、三
頁
）
と
し
た
。
式
部
ら
が
「
武
」
を
重
ん
じ
た

の
は
、
学
問
（「
文
」）
に
よ
っ
て
修
練
し
た
心
が
散
漫
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
武
術
に

励
み
「
一
身
之
護
衛
」
を
す
る
事
で
、「
己
を
実
」
に
し
、
以
て
学
問
の
体
認
を

主
眼
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
絅
斎
や
式
部
ら
に
と
っ
て
、
武
術
と
は
心
を

一
点
に
集
中
さ
せ
る
「
主
一
無
適
」（「
敬
」）
の
実
践
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
武

士
な
ら
ば
、
な
お
の
事
、「
武
」
に
よ
っ
て
「
己
を
実
」
に
し
、
素
戔
嗚
尊
の
如

く
「
敬
」
を
堅
持
し
な
が
ら
、「
事
レ

君
」
え
る
事
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、「
家

中
ノ
若
士
杯
ハ
、
左
様
ノ
妖
恠
カ
有
レ
カ
シ
ム
ト
好
ム
」
有
様
で
あ
り
、「
武
」

を
重
ん
じ
た
で
あ
ろ
う
式
部
が
憤
り
を
覚
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
。

（
20
） 『
糾
問
次
第
』（
前
掲
星
野
所
収
）
二
五
、六
頁
。

（
21
） 

な
お
、式
部
門
弟
は
桜
町
天
皇
の
喪
に
服
さ
れ
る
桃
園
天
皇
が
勅
命
を
発
し
て「
ま

つ
り
ご
と
」
を
行
え
な
い
状
況
下
に
も
関
わ
ら
ず
、「
官
位
御
定
」
が
出
さ
れ
た

事
を
批
判
し
て
い
た
（
拙
稿
「
竹
内
式
部
の
思
想
受
容
と
そ
の
伝
播
─
宝
暦
事
件

の
前
史
と
し
て
─
」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
五
六
、
令
和
元
年
参
照
）。

（
22
） 

正
親
町
公
通
が
「
以
二

天
柱
一

挙
二

於
天
上
一

ノ
詞
、
則
天
子
即
位
ノ
初
ト
シ
テ
万
代

無
窮
ニ
及
ブ
第
一
也
。
神
代
・
人
代
何
ゾ
別
ン
ヤ
。
今
ト
雖
モ
亦
神
代
也
」（
出

雲
路
信
直
撰
『
神
道
或
問
』
松
本
丘
編
『
垂
加
神
道
未
刊
行
資
料
集
』
二
、
皇
學

館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
、
平
成
二
十
八
年
所
収
、
四
頁
）

と
す
る
如
く
、
垂
加
神
道
で
は
人
を
以
て
神
を
説
き
、
神
を
以
て
人
を
説
い
た
の

が
「
天
人
唯
一
」
の
伝
で
あ
っ
た
。

（
23
） 

垂
加
神
道
の
神
学
に
よ
れ
ば
、
我
国
は
君
臣
共
に
命
の
根
源
で
あ
る
「
心
神
」
を

賜
る
事
か
ら
、「
君
臣
両
祖
」
に
し
て
、「
骨
肉
一
体
」
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、

「
心
神
」
が
「
人
欲
私
欲
」（「
穢
」）
に
覆
わ
れ
て
い
て
は
、
そ
の
自
覚
は
起
こ

ら
ず
、「
君
臣
合
体
」
は
お
ろ
か
、「
神
代
」
を
実
現
す
る
事
も
出
来
ま
い
。
故
に
、

式
部
は
強
斎
の
神
学
を
承
け
て
、「
祓
」
の
大
事
を
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
24
） 「
宝
暦
事
件
と
高
山
彦
九
郎
」（『
湊
川
神
社
史　

景
仰
篇
』
湊
川
神
社
社
務
所
、

昭
和
五
十
三
年
所
収
）
四
七
九
頁
。

（
25
） 

西
岡
和
彦
「
垂
加
神
道
善
悪
考
序
説
─
山
崎
闇
斎
と
大
山
為
起
」（『
季
刊
日
本
思

想
史
』
四
七
、
平
成
八
年
）
参
照
。

（
26
） 『
常
話
劄
記
』（『
浅
見
絅
齋
集
』
所
収
）
五
三
五
頁
。

（
27
） 

拙
稿
「
竹
内
式
部
『
奉
公
心
得
書
』
の
成
立
と
受
容
に
つ
い
て
」
一
〇
五
頁
。

（
28
） 

同
右
、
八
四
、五
頁
を
参
照
。

（
29
） 

同
右
、
一
〇
五
頁
。

（
30
） 
同
右
、
八
七
頁
を
参
照
。

（
31
） 
拙
稿
「
崎
門
学
派
に
於
け
る
実
と
真
」
参
照
。
少
壮
な
式
部
は
上
下
の
分
を
憚
ら

ず
、先
輩
の
久
米
訂
斎
や
崎
門
老
儒
に
し
て
闇
斎
直
門
三
宅
尚
斎
の
非
を
弁
じ
た
。

こ
の
行
動
を
望
楠
軒
二
代
目
講
主
小
野
鶴
山
は
「
敬
」
を
欠
い
た
も
の
で
、
人
柄

に
難
有
と
し
、
式
部
を
「
義
絶
」
に
処
し
た
。


